
「
墾
田
報
徳
序
」
は
報
徳
思
想
の
原
典
と
も
称
さ
れ
る
二
宮
尊
徳
著
「
三
才
報
徳
金
毛
録
」
と
ほ
と
ん
ど
同
時
期
、
天
保
五

（
一
八
三
四
）
年
七
月
に
入
木
道
師
匠
不
退
堂
聖
純
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
報
徳
仕
法
の
紹
介
書
で
あ
る
。
小
考
で
は
二
宮
尊
徳
の
依
頼

を
う
け
て
不
退
堂
聖
純
が
著
作
し
た
「
墾
田
報
徳
序
」
の
全
文
を
翻
刻
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
同
書
を
著
し
た
不
退
堂
の
目
を
通
し
て

（
１
）

看
た
成
立
後
、
ま
だ
間
も
な
い
揺
藍
期
の
報
徳
思
想
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。

な
お
、
著
者
は
以
前
、
同
様
の
ね
ら
い
で
、
や
は
り
「
三
才
報
徳
金
毛
録
」
の
成
立
す
る
前
後
に
、
二
宮
尊
徳
を
補
佐
し
報
徳
仕
法

（
２
）

を
紹
介
す
る
書
も
残
し
た
若
林
金
悟
と
そ
の
著
書
「
若
林
自
脩
作
文
集
」
を
紹
介
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
も
踏
ま
え
、
同
時
代
に
尊

徳
や
自
脩
と
も
交
流
の
あ
っ
た
不
退
堂
の
著
し
た
「
墾
田
報
徳
序
」
を
通
じ
て
読
み
取
れ
る
報
徳
思
想
の
実
態
を
客
観
的
に
把
捉
す
る

に
努
め
た
い
。

不
退
堂
聖
純
著
「
墾
田
報
徳
序
」
よ
り
見
た
成
立
期
の
報
徳
思
想

は
じ
め
に

阿
部

昭
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「
墾
田
報
徳
序
」
の
翻
刻
に
あ
た
り
、
底
本
と
し
て
小
田
原
市
の
報
徳
博
物
館
蔵
の
不
退
堂
聖
純
自
筆
原
本
を
用
い
た
。
底
本
は
表

紙
を
除
き
全
十
丁
か
ら
な
る
和
綴
本
で
あ
る
。
翻
刻
に
あ
た
り
、
底
本
の
丁
数
を
示
す
た
め
、
１
オ
（
一
丁
め
表
）
、
１
ウ
ニ
丁
め

裏
）
の
記
号
を
頭
注
に
付
し
た
。
底
本
で
使
用
さ
れ
る
漢
字
や
仮
名
は
、
で
き
る
だ
け
原
本
通
り
と
す
る
こ
と
を
心
懸
け
た
が
、
史
料

解
釈
に
資
す
る
た
め
、
校
訂
者
の
責
任
で
原
本
に
は
な
い
句
読
点
を
加
え
た
。
ま
た
底
本
中
、
三
箇
所
に
見
ら
れ
る
擾
頭
表
記
は
、
翻

刻
文
で
は
一
字
閾
字
の
扱
い
と
し
た
。
さ
ら
に
全
体
の
構
成
を
理
解
し
易
く
し
史
料
分
析
の
便
宜
に
資
す
る
た
め
、
表
紙
を
除
く
本
文

を
段
落
で
区
切
り
、
①
か
ら
⑫
の
番
号
を
付
し
た
。
補
註
も
段
落
毎
に
該
当
箇
所
に
傍
線
と
番
号
を
付
し
て
註
記
し
た
。

報
徳
博
物
館
に
は
、
明
治
中
期
の
写
本
が
一
冊
あ
り
校
訂
の
参
考
と
し
た
が
、
翻
刻
は
す
べ
て
自
筆
原
本
に
よ
る
も
の
と
し
、
写
本

に
見
ら
れ
る
一
部
の
重
要
な
異
同
に
つ
い
て
の
み
註
記
し
た
。

註（
１
）
「
墾
田
報
徳
序
」
の
報
徳
思
想

岩
田
書
院
）
の
功
織
で
あ
る
。

（
２
）
拙
稿
「
「
報
徳
思
想
」
の
成
立

の
報
徳
思
想

の
成
立

一
校
注
不
退
堂
聖
純
著
「
墾
田
報
徳
序
」

成
立
史
上
で
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
注
意
を
喚
起
し
た
の
は
岡
田
博
著
「
報
徳
と
不
二
孝
仲
間
」
（
昭
和
六
十
年
七
月
、

と
「
若
林
自
傭
作
文
集
」
に
つ
い
て
」
「
国
士
舘
史
学
」
第
一
六
号
（
平
成
二
十
四
年
三
月
）
。

2
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不退堂聖純著「墾田報徳序」より見た成立期の報徳思想

1①
オ

l
ウ註（

１
）

（
２
）

（
３
） 気 （

表
紙
ウ
ワ
書
）

（
長
方
印
、
印
文
不
詳
）

ｎ
Ｕ
墾
田
報
徳
ノ
序

卜

二
ノ
宮
氏
ハ
相
州
小
田
原
藩
ノ
人
ナ
リ
也
。
後
移
二
居
シ
野
州
芳
賀
郡
櫻
ラ
ノ
縣
一
二
、
夙
二
志
ニ
ス
農
業
一
二
。
興
二
シ
若
干
ハ
ク
之
廃
鴫
一
ヲ
、

ツ
ラ
ツ
ラ

勉
強
シ
テ
行
二
上
仁
恵
一
ヲ
、
博
ク
極
ニ
ゥ
コ
ト
窮
民
一
ヲ
久
フ
シ
テ
而
不
レ
倦
マ
。
月
往
キ
歳
換
リ
、
熟
察
ニ
ス
ル
ニ
其
ノ
成
功
一
ヲ
、

頗
フ
ル
設
二
ク
葬
倫
ノ
之
善
矩
一
ヲ
。
其
ノ
法
無
レ
シ
他
。
脩
レ
メ
農
ヲ
安
レ
ン
ス
ル
国
ヲ
之
道
ニ
シ
テ
而
、
上
不
レ
用
レ
ュ
ル
ニ
徹
ヲ
、
下
不
レ
厚
レ
ス
ル
ニ

敵
ヲ
。
使
二
乙
ム
ル
其
上
下
一
ヲ
聴
慶
通
ヒ
ニ
相
悦
甲
コ
ハ
之
術
ナ
リ
也
。

（
３
）

ノ
グ
亀
、

雛
二
墳
典
ノ
之
大
猷
一
卜
、
其
ノ
撲
一
而
已
。
欽
テ
享
二
ク
ル
ノ
天
功
一
ヲ
之
道
、
於
レ
テ
ヵ
是
二
乎
備
し
り
実
。
蓋
厭
軌
託
ニ
シ
テ
汗
青
一
二
、
編

（
５
）

ナ
ッ
ケ

ｉ

為
ル
コ
ト
拾
八
巻
。
所
謂
ユ
ル
開
ニ
キ
地
ノ
之
無
證
蔵
一
ヲ
、
潤
ニ
ヲ
ス
世
々
干
乏
少
一
ヲ
之
書
ナ
リ
也
。
故
二
命
レ
テ
名
ヲ
為
二
無
蓋
開
倉
積
一
卜

芙
。

下
野
国
芳
賀
郡
物
井
村
桜
町
。
旗
本
宇
津
知
行
所
の
在
地
陣
屋
所
在
地
。

人
の
守
る
べ
き
常
道
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
特
に
仕
法
の
根
底
に
あ
る
精
神
を
云
う
。

古
典
に
記
さ
れ
て
い
る
大
い
な
る
道
。
国
を
安
全
平
和
に
保
つ
施
策
・
制
度
。

墾
田
報
徳
序

'一一

（
表
紙
ウ
ラ
、
白
紙
）

3



－－

l ②
ウ

２
オ

し
、
轡
に
託
し
た
。

（
５
）
報
徳
博
物
館
蔵
の
宿

（
６
）
開
発
成
果
の
禰
算
回

報
徳
博
物
館
蔵
の
写

（
４
）
「
軌
」
は
人
の
踏
み
行
う
べ
き
道
。
櫻
町
仕
法
の
根
底
に
据
え
た
精
神
は
古
典
の
説
く
と
こ
ろ
と
変
わ
ら
ぬ
が
、
尊
徳
は
そ
れ
を
広
め
る
た
め
轡
を
著
４

復
呂
フ
ニ
飽
マ
テ
食
と
、
暖
カ
ニ
衣
テ
、
終
レ
マ
《
ァ
歳
、
寧
レ
ン
シ
居
ヲ
、
育
二
ス
ル
其
ノ
子
孫
一
ヲ
者
多
・
ン
ャ
実
。
而
農
夫
則
日
々
二
観
レ
テ
星
而

出
テ
、
、
観
レ
テ
星
而
入
り
、
柿
レ
ッ
リ
風
二
、
潅
レ
ミ
レ
雨
二
、
華
々
ト
シ
テ
不
し
已
マ
、
所
三
以
ナ
リ
糞
ニ
ヵ
フ
田
畝
一
二
也
。
然
ル
ー
不
レ
シ
テ

ト
即
膳
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ミ
チ

推
二
サ
其
ノ
農
ノ
之
徳
一
ヲ
而
、
以
二
テ
幽
属
ノ
之
方
一
ヲ
治
レ
ル
之
ヲ
者
、
亦
不
レ
勘
カ
ラ
実
。

（
２
）

ア
、

抑
々
財
非
ニ
レ
ハ
其
ノ
財
一
二
、
乍
チ
有
二
リ
惇
リ
出
ル
ノ
之
患
一
上
。
彼
レ
陥
二
溺
ス
互
一
二
乎
・
嘆
嵯
易
ソ
以
レ
テ
怒
ヲ
報
レ
ュ
徳
二
、
非
し
不
レ
ル
ニ

（
３
）

害
ニ
セ
於
其
ノ
身
一
ヲ
也
・
何
如
ン
、
今
二
ノ
宮
氏
権
二
量
シ
テ
其
ノ
憂
一
ヒ
ヲ
而
、
著
二
ハ
ス
以
レ
徳
ヲ
報
レ
ュ
ル
徳
二
之
理
一
ヲ
。
編
為
ル
コ
ト

吟
胆
』
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
（
５
）

拾
八
巻
。
名
ケ
テ
曰
一
一
フ
無
蓋
報
徳
現
量
鏡
一
ト
。
傍
ラ
論
ニ
ス
、
三
才
・
変
化
・
四
序
・
生
殺
之
道
一
ヲ
。
其
ノ
論
明
確
ニ
シ
テ
幽
ナ
ル
コ
ト

若
二
ク
深
淵
一
ノ
、
煥
タ
ル
コ
ト
若
二
シ
職
日
一
ノ
。
益
厚
キ
コ
ト
不
し
趾
ニ
チ
古
人
一
二
。

本
は
「
五
巻
」
と
な
っ
て
い
る
。
修
正
が
加
わ
っ
た
理
由
は
不
詳
。

開
発
成
果
の
禰
算
見
積
を
雛
形
と
し
て
示
し
た
尊
徳
の
著
書
。
櫻
町
仕
法
五
年
延
長
の
最
終
年
で
あ
る
天
保
七
年
三
月
に
櫻
町
を
訪
れ
た
小
田
原
藩

士
鵜
沢
作
右
衛
門
ら
が
江
戸
に
戻
る
際
、
尊
徳
か
ら
預
か
り
持
参
し
た
十
数
冊
の
帳
簿
の
な
か
に
、
「
無
鐙
開
倉
稲
九
冊
」
が
含
ま
れ
て
い
る
（
「
天

保
七
丙
申
年
日
記
帳
櫻
町
御
陣
屋
」
「
二
宮
尊
徳
全
集
第
三
巻
」
三
九
七
頁
）
。
ま
た
、
同
様
の
瞥
が
、
「
無
鐙
開
発
讃
」
「
開
発
帳
」
「
壱
両
開
発

帳
」
「
弐
両
開
発
帳
」
「
三
両
開
発
帳
」
な
ど
の
名
で
、
天
保
六
年
か
ら
九
年
頃
、
仕
法
を
求
め
て
櫻
町
を
訪
れ
た
関
係
者
に
示
さ
れ
、
貸
し
出
さ
れ

て
い
る
。
「
編
為
ル
コ
ト
拾
八
巻
」
が
、
そ
れ
ら
の
ど
れ
に
該
当
す
る
か
は
不
詳
。



不退堂聖純著「墾田報徳序」より見た成立期の報徳思想

註（
１
）
安
ら
か
な
馨
ら
し
を
求
め
、
「
華
々
」
と
し
て
農
業
に
糖
励
す
る
農
民
の
心
。

（
２
）
得
ら
れ
た
財
貨
が
正
し
く
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
、
の
意
。

・
篭
、
子

（
３
）
為
政
者
に
よ
る
人
民
統
治
の
あ
り
か
た
を
、
「
農
ノ
之
徳
」
と
「
幽
賦
ノ
之
方
」
に
対
比
し
、
さ
ら
に
「
財
」
に
対
す
る
姿
勢
の
違
い
に
比
較
す
る
な

か
で
、
尊
徳
の
仕
法
の
基
本
精
神
が
「
以
し
徳
ヲ
報
レ
ュ
ル
徳
」
と
こ
ろ
に
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
同
時
期
に
不
二
孝
導
師
若
林
金
悟
が
著
し
た
「
若
林

自
術
作
文
集
」
で
も
、
「
報
徳
訓
」
の
な
か
の
「
年
年
歳
歳
不
可
忘
其
報
徳
」
に
加
え
た
補
註
の
中
で
、
「
欲
レ
ス
ル
報
二
其
ノ
恩
→
者
ハ
、
則
必
ス
以
レ
徳
ヲ

報
し
→
ァ
之
二
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
尊
徳
仕
法
の
精
神
を
、
「
以
レ
徳
ヲ
報
レ
ュ
ル
徳
」
と
評
し
た
の
は
、
小
田
原
藩
主
大
久
保
忠
真
が
最
初
で
あ

る
と
い
う
説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
に
は
客
観
的
根
拠
は
な
い
。
こ
れ
が
通
説
化
す
る
一
因
と
な
っ
た
「
二
宮
尊
徳
全
集
』
の

解
説
は
、
「
文
政
十
三
（
天
保
元
）
年
に
は
仕
法
が
順
調
に
な
っ
て
来
た
。
翌
二
年
に
大
久
保
忠
真
公
が
日
光
に
参
詣
し
、
宇
都
宮
の
旅
館
に
召
さ
れ

●
●

●
●

●
●

て
櫻
町
領
の
成
績
を
報
告
し
た
。
種
々
の
賞
詞
と
奨
励
の
辞
を
賜
は
っ
た
。
傳
説
に
よ
れ
ば
、
汝
の
方
法
は
、
「
以
徳
報
徳
」
で
あ
る
と
称
せ
ら
れ
た

と
い
ふ
。
（
傍
点
、
引
用
者
こ
（
全
集
第
十
五
巻
一
頁
、
「
い
の
一
報
徳
金
貸
付
の
発
端
」
）
と
、
こ
れ
が
伝
説
に
止
ま
る
こ
と
を
慎
重
に
注
記
し
て

い
る
。
な
お
、
忠
真
が
天
保
二
年
正
月
、
日
光
に
参
詣
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
尊
徳
は
江
戸
に
滞
在
し
て
お
り
、
参
詣
の
途
中
で
忠

と
い
ふ
。
（
傍
点
、
引
用
者
）
」

い
る
。
な
お
、
忠
真
が
天
保
一

（
４
）
前
掲
①
段
落
傍
註
（
５
）
同
様
、
写
本
で
は
「
五
巻
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
自
筆
原
本
通
り
と
す
る
。

（
５
）
全
集
第
十
二
巻
櫻
町
仕
法
に
は
、
「
天
保
三
壬
辰
歳
改
報
徳
権
最
鏡
六
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（
五
一
四
頁
）
。
原
資
金
壱
両
（
永
一
貫
文
）
、
利

率
三
割
の
利
倍
計
算
書
で
、
表
紙
に
六
と
あ
る
こ
と
か
ら
一
～
五
の
計
算
書
（
利
率
五
分
、
壱
割
、
一
割
五
分
、
二
割
、
二
割
五
分
）
の
存
在
が
推

定
さ
れ
て
い
る
（
全
集
解
説
）
。
同
時
期
に
、
「
報
徳
常
船
鏡
」
（
天
保
五
年
日
記
）
、
「
常
船
現
量
鏡
」
（
天
保
七
年
日
記
）
、
「
報
徳
現
是
鏡
」
（
天
保
八

年
日
記
）
な
ど
の
書
名
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
同
様
の
書
と
推
定
さ
れ
る
。
同
じ
く
「
編
為
ル
コ
ト
拾
八
巻
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
掲
①

段
落
の
「
無
蓋
開
倉
積
」
と
の
関
連
も
注
意
さ
れ
る
。
な
お
、
岡
田
博
氏
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
祇
算
書
の
作
成
に
、
天
保
三
年
十
一
月
頃
か
ら
常
陸

国
真
壁
郡
桑
山
村
の
百
姓
で
和
算
家
の
大
島
勇
輔
が
か
か
わ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
「
報
徳
と
不
二
孝
仲
間
」
二
六
頁
〉
。

真
に
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

う



2④
ウ

2③
ウ

３
ウ
大
道
休
明
ニ
シ
テ
、
日
二
新
二
ナ
リ
於
治
一
二
。
況
ャ
列
侯
・
諸
士
・
大
夫
、
奉
二
ケ
テ
仲
尼
ノ
之
教
エ
ー
ヲ
、
斥
二
ソ
ヶ
習
弊
ノ
之
非
一
ヲ
、
準
則

ナ
カ
ラ

燦
然
ト
シ
テ
、
復
明
ニ
ヵ
ナ
リ
於
世
一
二
。
故
二
使
三
ム
国
家
循
然
ト
・
ン
テ
永
ク
亡
二
金
革
ノ
患
一
と
ｃ
不
ニ
ン
ャ
執
レ
ヵ
嫡
快
一
乎
。

３
ォ
恭
ン
ク
惟
ミ
ル
ニ
、
陰
陽
異
レ
ニ
シ
位
ヲ
、
動
静
異
レ
ー
ス
時
ヲ
而
、
皆
ナ
不
し
能
レ
ハ
離
二
ル
、
コ
ト
乎
大
極
一
ヲ
。
錐
し
有
二
リ
ト
人
民
貴
賎
一
、
皆

原
ニ
ッ
キ
帝
降
之
衷
一
二
、
具
ニ
ハ
リ
乗
葬
ノ
之
性
一
二
、
人
々
所
レ
ロ
ナ
リ
有
ル
也
。
大
イ
ナ
ル
哉
、
吾
邦
濁
り
冠
二
絶
ス
ル
五
大
洲
一
二
。
萬
國

之
真
天
子
ナ
リ
也
。
四
方
無
レ
シ
不
レ
ル
コ
ト
蒙
二
ム
ラ
大
化
一
ヲ
。
亦
宜
へ
ナ
ル
哉
。
大
樹
・
聖
君
累
世
倍
々
布
二
シ
武
威
一
ヲ
、
其
ノ
徳

註（
１
）
尊
徳
著
書
と
し
て
前
掲
①
段
落
お
よ
び
②
段
落
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
「
無
蓋
開
倉
積
」
「
無
蓋
報
徳
現
量
鏡
」
に
添
え
る
「
治
論
」
に
関
す
る
序
文
の

執
筆
を
、
不
退
堂
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。
本
書
が
「
墾
田
報
徳
序
」
と
称
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

巍
々
タ
リ
乎
。

霜趣差
力 － 二

語讓請

三三壽
宮不一

鼻臭嬰
跡レタ副
之明文
略キニ ー
一 ニ ヲ

マ受罷
遂義レ
ニー 妖

与：‘‘,ド

窯＃
亦しし教

自 是 ＄

麺毫炳
デﾁ ｻ
能警莞
レハ ー目哲

雲㎡畜
吊強経

夢解
能ニス
レ ル

ノ､ 。

廻糞
ゴ ノ

l異

ｉ
治
民
ノ
解

6



不退堂聖純著「墾田報徳序」より見た成立期の報徳思想

3⑤
ウ

４
オ 註註（

１
）
「
白
鳥
」
は
始
皇
帝
に
関
す
る
故
事
（
燕
丹
子
ｌ
上
）
に
現
れ
る
想
像
上
の
白
鳥
で
、
瑞
兆
を
表
す
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
公
」
に
「
白
鳥
」
の
名

を
冠
す
る
こ
と
で
、
人
物
を
特
定
せ
ぬ
ま
ま
優
れ
た
名
君
を
暗
示
し
て
い
る
。
後
続
の
⑦
段
落
に
も
、
二
箇
所
に
「
鳥
公
」
の
名
が
現
れ
る
。
本
書

の
本
論
で
は
、
「
白
鳥
公
」
ま
た
は
「
烏
公
」
が
提
示
す
る
問
題
に
対
し
、
「
翁
」
が
応
答
す
る
形
式
で
、
人
民
統
治
の
あ
る
べ
き
姿
が
論
述
さ
れ
る
。

「
白
鳥
公
」
を
小
田
原
藩
主
大
久
保
忠
真
、
「
翁
」
を
二
宮
尊
徳
と
想
定
す
る
読
み
方
も
な
し
得
る
が
、
著
者
は
そ
の
よ
う
に
特
定
さ
れ
る
こ
と
を
、

む
し
ろ
避
け
る
意
図
を
も
っ
て
執
筆
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
「
治
民
ノ
解
」
以
下
が
、
「
墾
田
報
徳
序
」
の
本
文
に
当
た
る
。
櫻
町
仕
法
と
そ
の
理
念
の
紹
介
が
、
「
公
」
が
「
民
」
を
治
め
る
「
治
民
」
Ⅱ
「
仁
政
」

の
視
点
か
ら
の
み
捉
え
ら
れ
語
ら
れ
よ
う
と
し
て
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

（
２
）
前
註
１
を
参
照
。

髪
二
有
｜
ゞ
リ
白
鳥
公
一
、
語
ニ
テ
兎
角
翁
一
二
日
ク
、
我
邦
多
ニ
ク
廃
田
一
、
乏
二
ン
ク
貨
財
一
、
百
姓
遺
レ
テ
老
ヲ
、
失
レ
ス
賢
ヲ
、
喪
亡
相
継
テ

〃
〃
ミ
、
．
膣
恥
咋
』
』
●
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
，

不
し
巳
マ
。
深
ク
患
レ
ル
之
ヲ
而
已
。
翁
ノ
曰
、
田
野
不
し
辞
ヶ
、
貨
財
不
レ
ル
ハ
聚
ラ
、
非
一
ル
ナ
リ
國
ノ
之
害
一
二
也
。
上
無
レ
ク
禮
、

（
３
）

（
４
）

下
無
レ
レ
ハ
學
、
賊
民
興
り
喪
ン
コ
ト
無
レ
ン
日
英
。
公
今
不
レ
ル
ノ
見
一
泰
山
ハ
河
海
一
ヲ
之
弊
乎
。
古
ノ
千
経
・
萬
典
所
二
以
ハ
其
ノ
為
Ｆ
ル

道
卜
一
也
。
凡
ソ
有
ニ
ル
血
氣
一
者
、
自
二
王
公
一
至
二
マ
テ
於
庶
人
一
二
、
所
レ
ハ
愛
ス
ル
、
唯
一
ニ
シ
テ
而
、
無
し
有
乙
ル
コ
ト
甚
一
→
・
ン
キ
於
レ

生
｝
ヨ
リ
者
甲
。
所
レ
ハ
悪
ム
、
無
し
有
乙
コ
ト
甚
一
｛
・
ン
キ
於
レ
死
一
ヨ
リ
者
甲
。
故
二
雛
下
得
二
萬
物
之
味
一
ヲ
以
為
中
ス
ト
生
養
ｋ
卜
、
保
→
シ
人
壽
一
ヲ

之
薬
リ
ハ
者
、
無
し
若
二
ク
ハ
米
麦
一
二
実
。

（
１
）
ウ
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4⑥
オ

４
ウ
推
二
セ
ハ
其
ノ
端
一
ヲ
、
亦
不
レ
無
二
二
・
ン
モ
荒
田
一
乎
・
百
畝
之
田
匹
夫
耕
レ
セ
ハ
之
ヲ
、
八
口
ノ
之
家
、
可
二
シ
以
無
Ｆ
ル
飢
ル
コ
ト
実
。
凡
ソ

（
喫
力
）

以
二
テ
田
購
拾
畝
一
ヲ
、
育
二
ス
ー
人
之
命
一
ヲ
。
故
二
廃
二
ス
レ
ハ
ー
町
一
、
及
二
シ
十
人
之
命
一
二
、
蕪
ニ
セ
ハ
拾
町
一
及
二
シ
百
人
之
命
一
二
、

荒
二
セ
ハ
百
町
一
及
ニ
ス
千
人
之
命
一
二
。
輔
レ
ヶ
世
ヲ
長
レ
タ
ル
民
二
之
士
、
無
レ
ハ
如
之
ヲ
何
ン
モ
ス
ル
コ
ト
者
、
猶
下
ヲ
自
ラ
作
ニ
テ
戈
戟
一
ヲ

５
オ
害
中
ス
ル
ヵ
不
睾
上
ヲ
実
。
州
里
ノ
之
葉
ヒ
ハ
至
二
リ
子
一
国
一
二
、
一
國
ノ
之
蕊
ヒ
ハ
終
二
乱
ニ
ス
子
天
下
一
ヲ
実
。
四
海
困
窮
セ
ハ
天
禄
永
ク
終
ン
。

悪
ン
ソ
斥
下
ケ
ン
慢
二
テ
其
ノ
ニ
ヲ
聲
中
ス
コ
ト
ヲ
於
其
ノ
千
と
二
哉
而
。
以
二
テ
水
旱
・
磯
荒
之
愁
一
ヒ
ヲ
、
属
レ
ム
ル
民
ヲ
者
ハ
、
非
レ
ル
ナ
リ
不
レ
ル
ニ

失
レ
セ
伍
ヲ
也
・

官了註
一一

（
４
）
単
に
「
公
」
と
称
す
る
場
合
は
、
領
主
・
諸
公
を
一
般
を
指
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。

ホ
ロ
ピ

（
３
）
「
三
才
報
徳
金
毛
録
」
「
天
命
二
乱
世
一
ヲ
輪
廻
之
図
」
に
、
「
無
し
教
疏
レ
ゥ
ト
ク
政
二
、
失
し
道
而
不
レ
ハ
知
し
所
二
以
テ
其
失
一
、
賊
民
興
り
喪
ン
コ
ト
無
レ
ン
日
英
。
」
８

ｌ

此
ノ
ニ
ッ
ノ
者
ノ
、
所
レ
ハ
本
ト
ス
ル
者
、
田
圃
也
。
今
ャ
海
内
非
し
不
レ
ル
ニ
充
二
タ
鐡
基
一
・
非
し
不
レ
ル
ニ
時
二
七
耕
稼
一
・
錐
し
然
リ
ト
、
細
カ
ニ

前
段
⑤
で
、
人
寿
を
保
つ
薬
と
し
て
も
っ
と
も
優
れ
る
と
し
た
米
と
麦
を
指
す
。

ス
ス

コ
マ
カ
ワ

タ
ン
ア
ラ

「
三
才
報
徳
金
毛
録
」
「
田
器
勧
ニ
ム
ル
修
補
一
ヲ
之
解
」
に
、
「
細
二
推
二
セ
ハ
其
端
一
ヲ
、
不
レ
ズ
無
二
キ
ー
・
ン
モ
廃
田
新
關
之
土
地
一
」
と
あ
る
。

（
１
）
（
２
）

と
あ
る
。
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⑧ ⑦

ウ

５
オ
皇烏

５
ウ
當
二
テ
此
ノ
時
一
二
、
僅
カ
ニ
施
二
セ
ハ
黄
白
両
一
、
六
拾
歳
廃
地
一
二
、
開
二
墾
ス
誠
拾
三
億
七
千
威
百
二
萬
四
千
六
百
四
拾
五
町
壱
反
八
畝
９

ウ

５
ウ
居
二
ラ
ハ
恭
寛
信
敏
恵
一
二
、
隣
國
ノ
之
民
、
微
二
負
シ
テ
其
ノ
子
一
ヲ
而
至
リ
焉
、
錐
二
千
里
ノ
之
國
一
卜
、
為
ニ
ン
其
レ
狭
一
シ
卜
乎
。
烏
ノ
曰
、

－
２
〉

註（
１
）
前
段
で
民
を
守
り
国
を
守
る
の
責
任
は
「
民
二
長
タ
ル
ノ
士
」
の
責
任
で
あ
る
と
し
た
の
に
対
し
、
「
烏
公
」
が
、
一
国
の
興
廃
は
「
天
命
」
に
よ
る

と
い
う
が
、
何
故
「
命
」
に
頼
ろ
う
と
し
な
い
の
か
、
と
問
い
返
す
。

（
２
）
再
び
「
烏
公
」
が
、
人
民
を
支
配
す
る
た
め
の
資
財
に
乏
し
い
が
、
こ
れ
を
ど
う
す
る
か
、
と
問
い
か
け
る
。
以
下
、
翻
刻
文
の
末
尾
に
至
る
迄
、

こ
れ
に
応
答
す
る
論
述
が
始
ま
る
が
、
応
答
の
主
に
つ
い
て
明
確
な
記
戦
は
な
い
。
し
か
し
、
本
書
の
全
体
の
櫛
成
か
ら
し
て
応
答
者
は
「
翁
」
と

し
て
櫛
想
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
。

乏
二
ホ
シ
貨
財
一
二
、
如
之
ヲ
何
ン
。
答
フ
、
寶
ラ
得
ニ
ル
其
ノ
寶
一
ラ
者
ハ
安
ク
、
寶
ラ
失
一
》
ナ
ゥ
其
ノ
賓
一
ヲ
者
ハ
危
シ
実
。
所
謂
ユ
ル
土
地
・
人

民
・
政
事
ナ
リ
也
。
寶
二
ト
ス
ル
珠
玉
一
ヲ
者
ハ
、
狭
上
必
ス
及
二
フ
其
ノ
身
一
二
。
公
貧
窮
ニ
シ
テ
不
し
失
レ
セ
義
ヲ
、
彰
レ
ハ
シ
善
ヲ
、
療
レ
・
ン
メ
悪
ヲ
、

強
恕
ン
テ
而
、
求
ヨ
ニ
道
徳
一
ヲ
。
生
レ
ス
ル
コ
ト
財
莫
レ
シ
近
レ
キ
ハ
焉
ョ
リ
。
國
無
ニ
ク
遊
民
一
、
不
し
奪
二
ハ
農
ノ
時
一
ヲ
、
生
レ
ス
ル
之
ヲ
者

衆
キ
ト
キ
ハ
、
則
財
不
し
可
ニ
ヵ
ラ
勝
テ
用
－
１
也
。

責
ニ
メ
己
刀
躬
一
ヲ
。

ノ
曰
、
興
廃
ハ
命
ナ
リ
也
。
何
ヲ
以
ヵ
頼
レ
ラ
ン
命
二
。
公
屏
ニ
ソ
ヶ
暴
虐
・
賊
吝
ノ
之
四
悪
一
ヲ
、
以
一
｜
テ
道
徳
一
ヲ
為
レ
ハ
藩
卜
、
誰
ヵ
有
乙
ン

踊
二
ル
其
ノ
襲
険
一
ヲ
者
甲
焉
。
不
レ
ン
ハ
凶
レ
ハ
民
ヲ
、
笑
為
レ
ソ
非
レ
ル
ナ
リ
有
二
二
其
レ
荒
蕪
一
也
。
公
以
レ
直
ヲ
報
し
と
怨
二
、
百
姓
有
レ
ラ
ハ
過
ヵ

（
１
）

（
１
）
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オ

６
オ
武
拾
八
歩
之
田
一
ヲ
。
権
二
量
ス
レ
ハ
其
ノ
価
一
ヲ
、
誠
百
三
拾
七
億
二
千
弐
拾
四
萬
六
千
四
百
五
拾
壱
両
三
分
試
朱
、
永
拾
八
文
余
、

穀
高
載
百
三
拾
七
億
敵
千
二
拾
四
萬
六
千
四
百
五
拾
一
石
八
斗
九
升
三
合
也
。
無
蓋
蔵
之
徳
固
ト
ー
不
し
可
レ
ヵ
ラ
疑
う
実
。

６
ウ
百
姓
ノ
之
不
レ
ハ
見
し
し
保
ン
七
、
為
レ
ナ
リ
不
レ
ル
ヵ
用
レ
イ
恩
ヲ
焉
・
無
二
キ
恒
ノ
産
一
者
ハ
、
無
二
シ
恒
ノ
心
一
。
故
二
衣
食
住
足
テ
而
、
後
二
禮

儀
興
り
、
教
化
可
レ
シ
行
ハ
ル
実
。
醜
削
ｊ
矧
割
判
釧
調
訓
削
り
州
淵
刮
１
１
剛
訓
刮
珊
訓
側
珂
１
割
Ⅲ
１
州
馴
削
川
耶
。
況
ャ
懐
ニ
ッ
ク

其
ノ
徳
一
二
者
ハ
難
ク
乎
、
懐
ニ
ッ
ク
其
ノ
恵
一
二
者
ハ
易
シ
乎
・
所
以
ン
二
鰈
寡
孤
独
、
或
ハ
廃
疾
ノ
者
、
或
ハ
不
レ
ル
得
三
以
養
ニ
フ
コ
ト
ヲ
其
ノ
老

稗
一
ヲ
者
、
或
ハ
正
二
シ
テ
其
ノ
躬
一
ヲ
、
倍
々
窮
ス
ル
者
、
使
下
ム
之
ヲ
與
二
へ
飲
食
貨
財
一
ヲ
保
中
タ
干
長
ク
壽
上
ヲ
也
。

註（
１
）
「
黄
白
両
こ
は
金
一
両
を
指
す
。
こ
れ
を
「
廃
地
」
復
興
に
六
十
年
間
投
資
す
る
こ
と
で
、
以
下
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
成
果
が
あ
げ
ら
れ
る
と
さ
れ

る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
具
体
的
計
算
の
し
か
た
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
明
で
あ
る
。
し
か
も
結
果
と
し
て
生
ず
る
開
墾
地
反
別
、
其
の
価
、

穀
高
は
本
番
と
写
本
と
大
き
く
異
な
る
。
そ
の
理
由
も
不
明
で
あ
る
。
「
懇
田
報
徳
序
」
の
書
名
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
廃
地
」
の
再
開
発
か
ら
生
み

出
さ
れ
る
「
無
鐙
蔵
之
徳
」
が
、
仕
法
の
成
否
を
決
す
る
筈
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
甚
だ
抽
象
的
で
あ
る
。

（
２
）
「
三
才
報
徳
金
毛
録
」
「
天
命
一
治
世
ヲ
｜
輪
廻
之
図
」
に
、
「
仁
義
職
智
ハ
非
二
由
し
り
外
操
ｒ
ケ
ス
我
二
也
、
我
固
ョ
リ
有
し
之
也
、
轆
レ
思
ハ
耳
突
。
」
と
あ
る
。

モ
ト

稲
二
ヶ
貸
シ
テ
貨
財
一
ヲ
、
無
レ
キ
ナ
リ
権
レ
ル
コ
ト
息
ヲ
也
・

不
し
軽
ニ
ン
セ
寺
社
祖
廟
一
ヲ
、
無
し
遠
二
ク
ル
コ
ト
修
補
一
ヲ
、
尊
一
→
上
神
仏
法
一
ヲ
、
可
レ
制
一
》
ス
僧
侶
ノ
之
破
戒
一
ヲ
也
・
百
姓
子
孫
至
二
リ
弱

冠
・
壮
歳
一
二
、
励
二
ミ
稼
稿
一
ヲ
、
近
二
キ
孝
信
一
二
者
ニ
ハ
、
可
レ
キ
ナ
リ
與
二
フ
新
塵
・
耒
紹
一
ヲ
也
・
逸
民
性
善
ニ
シ
テ
無
ニ
ン
ハ
惰
情
一
、

可
ニ
キ
ナ
リ
挙
テ
而
用
Ｆ
１
之
ヲ
也
・
民
家
應
下
二
不
レ
ン
ハ
堪
二
へ
腐
朽
一
二
命
中
ス
エ
匠
上
二
也
・
百
姓
貯
レ
ヘ
穀
ヲ
慮
一
→
ル
損
益
一
ヲ
者
ニ
ハ
、

（
２
）

（
１
）

一
村
ノ
之
長
、
一
邑
ノ
之
老
、
使
レ
フ
ニ
之
ヲ
以
レ
シ
禮
ヲ
、
親
レ
ム
ニ
之
二
以
レ
ス
義
ヲ
。

10
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8⑩
オ

７
ウ百丁註

一一

へ

5
－

（
３
）

（
４
）

（
未
力
）

為
ニ
テ
民
ノ
父
母
一
卜
、
勿
し
好
ニ
ム
コ
ト
亡
滅
一
ヲ
。
百
姓
子
孫
幼
稗
之
輩
ラ
令
レ
學
ハ
ニ
書
数
一
ヲ
。
使
二
下
ム
歳
十
三
巳
満
ノ
男
一
ヲ
勉
中
メ
干

族
世
ノ
之
所
上
レ
ヲ
駕
ン
ク
也
・
使
二
下
ム
女
子
一
ヲ
証
二
ィ
蚕
布
ノ
之
職
一
ヲ
有
中
ラ
孝
養
上
也
。
憲
二
シ
テ
邦
内
絹
服
・
金
銀
・
玉
飾
之
伏
一
リ
ヲ
、

禁
二
シ
博
突
一
ヲ
、
使
乙
ム
飲
酒
ハ
以
レ
正
レ
ヲ
禮
ヲ
度
甲
ナ
ラ
也
。
四
民
不
レ
可
レ
ヵ
ラ
近
二
ク
順
ナ
ル
者
一
モ
、
不
し
可
レ
ヵ
ラ
遠
二
サ
ク
逆
ナ
ル
者
一
モ
、

（
称
）

必
勿
し
し
誤
レ
ル
コ
ト
之
ヲ
美
。
使
二
下
ム
窮
民
ノ
之
賊
一
ヲ
幽
中
繋
乎
獄
上
二
。

（
３
）

公
為
ニ
テ
民
ノ
父
母
←
卜
、
其
ノ
子
犯
レ
セ
ハ
之
ヲ
、
悔
レ
ミ
之
ヲ
而
、
厚
ク
教
レ
ヘ
道
ヲ
施
レ
セ
財
ヲ
。
其
ノ
餘
倣
レ
ヘ
之
二
。
應
ド
ニ
罪
ノ
之
随
ニ
テ
軽

１

重
一
二
以
省
中
ク
刑
罰
上
ヲ
也
・
百
姓
減
レ
シ
家
ヲ
亡
レ
ナ
フ
身
ヲ
者
ハ
、
凡
ソ
有
し
挫
ニ
ク
ニ
財
於
躬
一
ヲ
。
算
二
盈
ス
レ
ハ
両
金
壱
ヲ
、
千
百
八
拾

遍
一
割
五
分
之
息
元
→
ヲ
、
八
百
四
拾
二
億
五
千
六
百
六
拾
壱
萬
三
千
七
百
八
拾
威
両
二
分
威
朱
、
孔
方
三
拾
匹
餘
也
。

ｉ
想
レ
テ
之
二
見
レ
レ
ハ
之
ヲ
、
穂
ヶ
貸
ン
テ
而
益
レ
ス
之
ヲ
。
彼
レ
猶
ヲ
二
互
二
相
喪
一
プ
ヵ
。

ス
ス

「
三
才
報
徳
金
毛
録
」
「
田
器
勧
ニ
ム
ル
補
修
一
ヲ
之
解
」
に
、
「
有
ニ
ハ
祖
廟
一
修
二
補
之
一
ヲ
、
有
二
〃
寺
社
一
修
二
補
之
ヲ
｜
」
と
あ
る
。ア

ゲ

「
穂
貸
」
は
、
名
目
金
。
こ
こ
で
は
無
利
息
金
の
貸
付
を
意
味
す
る
。
「
三
才
報
徳
金
毛
録
」
「
財
宝
増
減
之
解
」
に
、
「
称
二
貸
ァ
貨
財
一
ヲ
而
、
益
レ
ス

ヒ
、
ソ

メ
ゲ
ル

之
ヲ
者
、
損
レ
セ
ハ
彼
ヲ
損
レ
ス
是
ヲ
、
益
レ
ス
レ
ハ
彼
ヲ
益
レ
ス
是
ヲ
、
彼
是
之
因
果
相
対
シ
テ
、
如
車
輪
之
廻
一
」
と
あ
る
。

「
財
」
は
道
に
も
と
づ
き
生
か
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
誤
れ
ば
、
家
を
滅
ぼ
し
身
を
亡
ぼ
す
こ
と
に
も
な
る
。

「
算
盈
」
は
計
算
の
結
果
、
大
き
な
数
を
算
出
す
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
貸
金
の
利
息
の
計
算
か
。
し
か
し
、
以
下
の
数
値
が
、
ど
の
よ
う
な
計
算
の

結
果
、
算
出
さ
れ
た
も
の
か
は
、
不
詳
。
前
述
の
写
本
の
計
算
結
果
は
、
本
書
と
大
き
く
違
っ
て
い
る
。

「
之
」
は
財
貨
の
果
た
す
役
割
。
そ
れ
を
金
融
資
金
と
し
て
用
い
た
際
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
考
え
見
る
と
、
の
意
味
か
。
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8⑪
ウ

８
ウ
有
レ
ル
財
者
ヲ
禮
ス
ル
ハ
、
是
し
偽
レ
ル
ナ
リ
也
。
雛
し
有
二
卜
治
レ
ル
ノ
民
ヲ
之
道
区
々
卜
・
ン
テ
鰯
細
権
與
一
焉
、
不
し
證
二
キ
筆
陳
一
二
乎
。
凡
ソ

（
２
）

９
オ

得
レ
ル
ナ
リ
反
レ
ス
コ
ト
ヲ
之
ヲ
也
・
君
無
レ
ン
尤
ム
ル
コ
ト
焉
。
先
王
之
道
ハ
自
ラ
耕
二
シ
テ
籍
田
一
二
以
為
二
シ
農
ノ
先
一
ヲ
、
夙
ト
ー
興
キ
夜
ハ
ニ
媒
ネ
テ
、

憂
二
労
シ
テ
萬
民
一
ヲ
而
、
務
テ
以
求
レ
ム
賢
ヲ
。
其
レ
仁
道
不
し
週
カ
ラ
乎
。
徳
楢
キ
コ
ト
如
レ
シ
羽
ノ
、
求
レ
レ
ハ
焉
二
、
斯
二
至
ル
実
、
無
し
シ

他
。
修
二
メ
天
爵
一
ヲ
誼
レ
シ
フ
シ
テ
己
ヲ
不
し
倦
マ
。
不
し
趾
ニ
チ
悪
衣
悪
食
一
ヲ
。

９
ウ
不
三
独
り
親
二
卜
其
ノ
親
一
ヲ
、
不
三
独
り
子
二
卜
其
ノ
子
一
ヲ
、
己
ヵ
所
レ
ハ
好
ム
、
與
レ
衆
好
レ
ミ
之
ヲ
、
己
ヵ
所
レ
ハ
悪
ム
、
與
レ
衆
悪
レ
メ
ハ
之
ヲ
、

註（
１
）
人
民
統
治
の
基
本
と
な
る
こ
と
の
大
小
さ
ま
ざ
ま
。

（
２
）
民
を
思
い
や
り
、
慰
め
る
こ
と
。

若
レ
ク
此
ノ
行
ニ
テ
仁
恵
一
ヲ
而
、
行
有
し
不
レ
ル
コ
ト
得
者
ハ
、
反
テ
求
二
諸
レ
ヲ
己
一
二
、
其
ノ
躯
正
フ
シ
テ
而
、
弔
二
セ
ョ
蕨
ノ
民
一
ヲ
。
由
二
シ
水
ノ

之
就
ワ
ヵ
下
キ
ー
、
浦
然
ト
シ
テ
徳
教
溢
ニ
ル
（
獄
）
四
海
一
二
夷
。
蓋
ン
修
レ
メ
身
ヲ
治
レ
ム
ル
ノ
人
ヲ
之
道
、
其
レ
自
レ
シ
テ
家
而
、
國
自
レ
・
ン
テ
國
而
、

天
下
特
二
推
レ
ス
之
ヲ
而
已
。

深
ク
察
二
セ
ョ
其
ノ
行
跡
一
ヲ
、
諸
カ
ブ
者
ハ
私
ニ
ス
其
レ
終
一
二
乎
。

（
１
）

（
１
）

行
レ
ニ
恵
ヲ
有
し
り
方
チ
、
使
二
乙
シ
メ
廃
欽
一
ヲ
取
二
リ
千
二
於
五
ヲ
一
、
取
二
ル
萬
二
子
六
一
ヲ
、
其
レ
以
贈
甲
ラ
実
。

（
２
）

治
レ
ル
コ
ト
ハ
地
ヲ
莫
レ
シ
善
ニ
ハ
於
助
一
ヨ
リ
。
莫
レ
不
レ
ル
ハ
善
ニ
ヵ
ラ
於
貢
一
ヨ
リ
。
勿
レ
使
二
下
ル
コ
ト
必
繊
沓
・
筋
力
一
ヲ
失
中
セ
其
ノ
道
上
ヲ
。
誰
ヵ

（
子
〃
）

｛
干
力
｝

無
し
・
ン
テ
施
ン
有
レ
ン
猫
コ
ト
夷
。
戒
レ
ョ
之
ヲ
、
戒
レ
ョ
之
ヲ
。
出
ニ
タ
ル
乎
爾
一
二
者
ハ
反
ニ
ル
乎
爾
一
二
者
也
。
夫
し
民
今
二
・
ン
テ
、
而
ン
テ
後
二

（
３
）
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⑫９
ウ
復
夕
使
ニ
フ
ニ
於
臣
一
ヲ
有
し
道
乎
。
君
ノ
之
視
レ
ル
コ
ト
臣
ヲ
、
如
二
ナ
レ
ハ
手
足
一
ノ
、
則
臣
視
レ
ル
コ
ト
君
ヲ
如
二
シ
腹
心
一
ノ
。
君
ノ
之
視
レ
ル
コ
ト

生
》
〆
一
一
一
。
〃
グ

臣
ヲ
如
三
ナ
レ
ハ
犬
馬
一
ノ
、
則
臣
視
レ
ル
コ
ト
君
ヲ
如
三
シ
國
人
一
・
君
ノ
之
視
レ
ル
コ
ト
臣
ヲ
如
二
ナ
レ
ハ
土
芥
一
ノ
、
則
臣
視
レ
ル
コ
ト
君
ヲ
如
二
、
ン
冠

鴇
一
ノ
。
故
二
臣
不
レ
遺
レ
ス
レ
君
ヲ
、
君
不
し
軽
レ
ン
七
臣
ヲ
、
臨
レ
テ
機
二
改
レ
メ
令
ヲ
、
斥
レ
ソ
ヶ
邪
ヲ
施
し
シ
正
ヲ
、
遠
二
ヶ
俵
人
一
ヲ
、
重
ニ
ン
シ

｛
臣
力
）

皿
ォ
忠
信
一
ヲ
、
以
御
ニ
ム
干
家
邦
一
ヲ
。
百
官
有
司
莫
二
シ
敢
テ
不
Ｆ
ル
コ
ト
服
七
。
筍
モ
為
ニ
ハ
後
レ
ニ
シ
テ
義
ヲ
而
先
Ｆ
ト
利
ヲ
、
不
レ
ン
ハ
奪
ハ
不
レ

ア
、

腱
ヵ
。
其
レ
君
臣
一
心
上
下
以
レ
無
二
ヲ
怒
響
一
、
所
三
以
ナ
リ
為
一
》
ル
萬
世
ノ
之
治
效
一
也
。
苔
惟
レ
徳
動
レ
ス
天
ヲ
。
無
二
遠
ク
弗
杉
ル
ハ
届
ラ
。

笑
為
レ
ソ
其
レ
雛
し
有
レ
リ
ト
智
、
無
レ
ク
仁
。
雛
し
有
レ
ト
仁
、
無
し
勇
。
離
し
有
し
卜
勇
、
無
二
ク
土
地
一
・
雌
し
有
ニ
ト
土
地
一
、
無
二
ク
世

臣
一
・
錐
し
有
二
卜
世
臣
一
、
無
レ
ク
田
。
雌
し
有
レ
ト
田
、
無
レ
ク
民
。
錐
し
有
レ
ト
民
、
無
レ
ク
政
リ
コ
ト
。

錐
し
有
レ
ト
政
、
不
ニ
ン
ハ
其
レ
行
一
ハ
、
不
レ
ル
ナ
リ
如
二
ヵ
之
レ
無
一
二
也
。
公
慎
テ
行
レ
ヘ
ト
焉
レ
ヲ
。
云
爾

錐
し
有
レ
ト
政
、
不
ニ
ン
ハ
其
些

皿
ウ 註（

１
）

（
２
）

（
３
）

天
保
五
甲
午
歳
七
月

人
爵
不
レ
・
ン
テ
待
レ
タ
求
レ
ル
コ
ト
ヲ
之
ヲ
而
、
自
ラ
至
ル
焉
。

物
欲
し
そ
う
に
す
る
こ
と
。

「
治
レ
ル
コ
ト
地
ヲ
」
は
、
天
命
に
対
し
、
人
君
の
政
、
人
民
統
治
の
こ
と
を
指
す
。

ラ
ィ
・
ン
タ
ガ
ヤ

「
三
才
報
徳
金
毛
録
」
「
田
徳
扶
二
助
人
倫
一
ヲ
之
解
」
に
、
「
尭
舜
自
ラ
作
・
テ
耒
紹
一
ヲ
、
耕
二
シ
←
ァ
籍
田
一
二
為
一
ス
農
ノ
先
務
一
卜
」
と
あ
る
。

倉
田
不
退
堂
藤
原
聖
純
謹
識
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１
．
著
者
不
退
堂
聖
純
に
つ
い
て

著
者
不
退
堂
聖
純
の
人
物
像
を
は
じ
め
て
世
に
詳
細
に
紹
介
し
た
の
は
、
二
宮
尊
徳
と
不
二
孝
指
導
者
の
関
係
を
研
究
し
た
岡
田
博

（
１
）

氏
で
あ
る
。
同
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
不
退
堂
は
小
倉
正
二
位
権
中
納
言
豊
季
卿
を
父
、
飛
鳥
井
従
三
位
左
中
将
信
実
卿
の
娘
を
母
と

し
て
、
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
に
生
ま
れ
た
。
若
く
し
て
出
家
し
洛
外
西
北
岩
屋
山
志
明
院
に
入
山
、
入
木
道
を
志
し
、
二
十
代
の

末
に
は
持
明
院
流
の
書
家
と
し
て
一
家
を
な
し
た
と
云
う
。
文
政
十
一
（
一
八
二
八
）
年
に
還
俗
、
関
東
に
下
向
し
て
、
天
保
二

（
一
八
三
一
）
年
十
月
に
は
江
戸
近
郷
日
暮
里
の
修
性
院
で
「
千
畳
敷
」
の
大
文
字
を
描
く
パ
ホ
ー
マ
ン
ス
を
演
じ
評
判
を
博
し
た
。

し
か
し
、
肝
心
の
小
倉
家
の
家
譜
に
不
退
堂
に
関
す
る
記
述
は
無
く
、
右
の
ル
ー
ツ
を
明
証
す
る
記
録
に
乏
し
い
。
晩
年
、
奥
州
白
石

藩
（
仙
台
藩
臣
片
倉
小
十
郎
知
行
所
）
に
仕
官
し
、
白
石
城
下
に
住
ん
だ
。
こ
の
と
き
同
藩
に
提
出
し
た
身
分
書
上
で
は
倉
田
耕
之
進

を
名
乗
り
、
関
東
下
向
の
目
的
は
歌
道
修
行
の
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
倉
田
の
姓
は
前
掲
翻
刻
文
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
櫻
町

時
代
か
ら
使
用
し
て
い
る
が
、
公
卿
出
身
者
が
倉
田
耕
之
進
を
名
乗
っ
た
経
緯
は
不
明
で
あ
り
、
関
東
下
向
の
目
的
が
歌
修
行
で
あ
っ

た
と
す
る
の
も
現
実
と
の
間
の
整
合
性
を
欠
く
の
感
を
禁
じ
え
な
い
。
岡
田
氏
に
よ
れ
ば
、
不
退
堂
は
関
東
下
向
前
か
ら
小
谷
三
志
と

交
流
が
あ
り
、
三
志
に
入
木
道
師
範
の
免
許
を
与
え
て
い
た
と
い
う
。

天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
四
月
二
十
七
日
に
「
内
用
有
之
」
櫻
町
を
初
訪
問
し
、
尊
徳
の
子
女
に
書
を
教
え
る
客
人
と
し
て
櫻
町
陣

二
「
墾
田
報
徳
序
」
よ
り
見
た
報
徳
思
想
の
原
型

（
裏
表
紙
）

画
圃
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（
２
）

屋
の
長
屋
に
寄
食
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
年
、
相
馬
藩
士
富
田
久
助
が
尊
徳
に
入
門
し
た
経
緯
と
比
べ
、
不
退
堂
が
あ
ま
り
に
た
や

す
く
客
人
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
志
は
じ
め
不
二
孝
関
係
者
が
よ
ほ
ど
入
念
な
斡
旋
を
施
し
た
も
の
と
見
え
る
。
と
も

か
く
不
退
堂
の
来
歴
に
は
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。

と
こ
ろ
で
不
退
堂
が
「
墾
田
報
徳
序
」
を
執
筆
し
た
「
天
保
五
甲
午
歳
七
月
」
は
、
報
徳
思
想
成
立
の
重
要
指
標
と
目
さ
れ
て
い
る

「
三
才
報
徳
金
毛
録
」
（
以
下
「
金
毛
録
」
と
表
記
）
を
浄
書
、
完
成
し
た
「
天
保
五
甲
午
歳
秋
日
」
と
ほ
と
ん
ど
同
時
期
で
あ
る
。

「
金
毛
録
」
は
二
宮
尊
徳
の
著
し
た
草
稿
に
も
と
づ
き
不
退
堂
が
浄
書
し
、
「
墾
田
報
徳
序
」
は
尊
徳
の
依
頼
を
受
け
て
不
退
堂
が
執
筆

し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
両
者
は
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
成
立
し
た
。
両
書
成
立
の
経
緯
を
確
か
め
る
と
、
直
前
の
五
月

十
一
日
頃
、
不
退
堂
は
持
病
が
再
発
、
「
吹
物
」
が
生
じ
た
と
し
て
湯
西
川
温
泉
に
湯
治
に
出
か
け
、
約
一
か
月
を
経
た
後
、
六
月

（
３
）

（
４
）

十
一
日
に
櫻
町
に
戻
っ
た
。
不
退
堂
が
湯
西
川
に
旅
立
つ
際
、
そ
の
路
用
を
提
供
し
た
尊
徳
の
金
銭
出
納
帳
に

十
一
日
朝
志
明
院
家
門
弟

一
金
弐
両
不
退
堂

是
は
去
月
罷
越
、
色
々
書
物
致
し
、
し
つ
再
発
仕
候
に
付
、
湯
西
湯
罷
越
度
相
願
候
間
路
用
遣
候

と
あ
る
。
「
色
々
書
物
致
し
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
櫻
町
に
来
訪
し
幾
ば
く
も
な
い
不
退
堂
が
、
す
で
に
尊
徳
の
手
に
な
る
草
稿
類
か

ら
の
浄
書
や
、
自
ら
執
筆
す
る
書
の
準
備
作
業
を
開
始
し
て
い
た
形
跡
が
読
み
取
れ
る
。
来
訪
か
ら
あ
ま
り
に
日
数
の
少
な
い
こ
と
か

ら
、
不
退
堂
は
も
と
も
と
山
積
し
て
い
た
尊
徳
の
草
稿
を
世
に
出
す
た
め
の
要
員
と
し
て
、
不
二
孝
関
係
者
が
仲
介
し
櫻
町
に
招
聡
さ

れ
、
特
定
の
仕
官
先
も
持
た
な
か
っ
た
不
退
堂
が
こ
れ
に
積
極
的
に
応
じ
た
、
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
重
要
な
意
味
を
持
つ
文
書
の
作
成
を
、
初
め
て
の
来
訪
者
に
不
用
意
に
任
せ
ら
れ
る
筈
が
な
い
。

不
退
堂
は
、
「
金
毛
録
」
「
墾
田
報
徳
序
」
以
外
に
も
、
い
く
つ
か
仕
法
関
連
の
著
作
・
編
集
・
浄
書
に
携
わ
っ
た
形
跡
が
あ
る
。
た
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と
え
ば
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
三
月
の
「
報
徳
国
家
泰
平
録
」
十
巻
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
不
退
堂
が
報
徳
思
想
の
形
成
に
果
た

し
た
役
割
、
か
れ
が
世
間
に
紹
介
し
よ
う
と
し
た
、
成
立
間
も
な
い
原
型
た
る
報
徳
思
想
の
姿
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
は
、
こ
れ
に
も

触
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
小
考
で
は
先
ず
は
「
金
毛
録
」
の
成
立
す
る
前
後
に
的
を
絞
り
、
「
墾
田
報
徳
序
」
を
通
じ
て
看
取

さ
れ
る
不
退
堂
の
「
治
民
」
論
か
ら
、
彼
が
理
解
し
た
報
徳
仕
法
の
あ
り
よ
う
、
ひ
い
て
は
成
立
間
も
な
い
報
徳
思
想
の
原
型
た
る
姿

を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

２
．
「
墾
田
報
徳
序
」
の
ま
え
が
き

不
退
堂
の
来
歴
と
「
墾
田
報
徳
序
」
執
筆
に
至
る
経
緯
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
「
墾
田
報
徳
序
」
の
内
容
を
概
観
す

る
こ
と
か
ら
考
察
を
始
め
た
い
。
「
墾
田
報
徳
序
」
の
全
体
構
成
を
概
観
す
る
と
、
同
書
は
ま
え
が
き
に
あ
た
る
部
分
（
段
落
①
～
③
）

と
、
続
く
本
文
「
治
民
ノ
解
」
（
段
落
④
～
⑫
）
か
ら
で
き
て
い
る
（
①
～
⑫
の
区
分
は
、
翻
刻
校
訂
者
、
阿
部
）
。

ま
え
が
き
（
段
落
③
）
の
な
か
で
不
退
堂
は
、
「
髪
二
請
二
フ
治
論
一
説
之
副
文
一
ヲ
」
と
記
し
、
尊
徳
か
ら
推
進
す
る
仕
法
と
そ
の
精

神
を
著
者
に
代
わ
り
世
間
に
紹
介
す
る
文
の
執
筆
を
依
頼
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
但
し
、
紹
介
す
る
対
象
た
る
書
が
何
か
あ
き
ら
か
に

註（
１
）
岡
田
雄

（
２
）
「
天
保

（
３
）
同
右
。

（
４
）
「
天
保

岡
田
博

「
天
保

「
報
徳
と
不
二
孝
仲
間
ｌ
二
宮
尊
徳
と
鳩
ヶ
谷
三
志
の
弟
子
た
ち
‐
土
岩
田
瞥
院
、
昭
和
六
十
年
七
月
刊
。

「
天
保
五
甲
午
年
日
記
帳
」
六
月
十
五
日
の
条
（
「
二
宮
尊
徳
全
集
」
第
三
巻
日
記
、
二
九
五
頁
。
以
下
、
全
集
と
略
称
）
。

五
午
年
当
座
金
銀
米
銭
出
入
帳
」
五
月
十
一
日
朝
（
全
集
三
十
五
巻
雑
輯
、
五
五
三
頁
）
。
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つ
ぎ
に
不
退
堂
は
、
尊
徳
が
地
に
埋
も
れ
る
「
無
蓋
蔵
」
の
資
財
を
開
発
す
る
こ
と
で
世
望
に
応
え
よ
う
と
し
て
書
を
著
し
、
そ
の

（
２
）

書
に
「
無
蓋
開
倉
積
」
の
名
を
付
け
た
と
い
う
。
「
無
蓋
開
倉
積
」
と
い
う
名
の
仕
法
書
は
、
天
保
六
年
か
ら
同
九
年
に
か
け
て
櫻
町

に
仕
法
指
導
を
求
め
て
来
訪
し
た
諸
藩
・
諸
家
の
人
々
に
し
ば
し
ば
貸
し
与
え
ら
れ
た
。
一
定
額
の
資
財
の
投
資
が
数
年
後
、
数
十
年

後
に
ど
れ
だ
け
の
額
に
達
し
、
当
初
に
は
想
像
も
及
ば
ぬ
成
果
を
残
す
か
を
複
利
計
算
で
示
す
積
算
書
で
、
岡
田
氏
も
指
摘
す
る
通

り
、
そ
の
多
く
が
天
保
三
年
十
一
月
頃
か
ら
常
陸
国
真
壁
郡
桑
山
村
の
和
算
家
大
島
（
白
金
）
勇
輔
ら
に
手
伝
わ
せ
て
制
作
し
た
書
で

し
て
は
い
な
い
。
と
も
か
く
不
退
堂
が
櫻
町
に
招
聰
さ
れ
た
時
に
は
、
尊
徳
が
自
ら
執
筆
ま
た
は
作
成
を
指
示
し
た
仕
法
マ
ニ
ュ
ア

（
１
）

ル
、
な
ら
び
に
そ
の
裏
付
け
と
な
る
哲
学
・
理
念
の
草
稿
が
山
積
し
て
い
た
と
推
定
す
る
。

不
退
堂
は
尊
徳
に
会
う
以
前
か
ら
、
仕
法
に
関
す
る
情
報
を
さ
ま
ざ
ま
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
「
金
毛
録
」
を
は
じ
め
と
す
る

種
々
の
仕
法
書
の
浄
書
や
、
そ
れ
ら
を
推
奨
す
る
書
の
執
筆
を
依
頼
さ
れ
る
ま
で
の
日
数
は
あ
ま
り
に
も
少
な
い
。
わ
ず
か
な
期
間
中

に
仕
法
と
そ
の
理
念
の
神
髄
を
見
極
め
、
適
切
に
敷
延
し
な
が
ら
世
に
喧
伝
す
る
文
章
を
著
す
こ
と
は
並
大
抵
の
仕
事
で
は
な
い
。
こ

の
間
約
一
か
月
間
の
湯
治
生
活
も
、
そ
れ
を
準
備
す
る
た
め
の
期
間
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

「
墾
田
報
徳
序
」
ま
え
が
き
の
段
落
①
の
中
で
、
不
退
堂
は
ま
ず
二
宮
尊
徳
の
櫻
町
に
於
け
る
荒
蕪
地
開
発
・
窮
民
救
済
事
業
の
成

功
を
紹
介
す
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
不
退
堂
が
尊
徳
の
仕
法
の
成
功
し
た
理
由
を
端
的
に
、
「
頗
フ
ル
設
二
ク
葬
倫
ノ
之
善
矩
一
ヲ
」
と
断
定

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
尊
徳
の
行
っ
た
仕
法
の
優
れ
て
い
る
点
は
、
そ
の
根
底
に
人
の
道
が
据
え
ら
れ
て
お
り
、
人
が
守
り

行
う
べ
き
常
道
の
基
準
が
し
っ
か
り
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
、
と
も
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
農
を

も
っ
て
国
を
安
定
さ
せ
る
道
で
あ
り
、
昔
か
ら
古
典
が
教
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
も
い
う
。
一
方
、
尊
徳
が
仕
法
を
請
け
負
う
条

件
と
し
た
年
貢
上
納
に
上
限
を
設
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
そ
の
重
要
性
を
正
確
に
は
認
識
で
き
て
い
な

か
つ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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つ
づ
く
段
落
②
で
は
、
早
朝
か
ら
夕
方
遅
く
ま
で
黙
々
と
仕
事
に
精
を
出
す
民
衆
の
心
、
す
な
わ
ち
「
農
の
徳
」
を
大
切
に
せ
ず
、

力
で
民
衆
を
抑
え
込
む
暴
君
的
な
「
治
民
」
の
方
法
が
横
行
す
る
こ
と
を
歎
く
尊
徳
が
、
「
徳
を
以
て
徳
に
報
い
る
」
の
道
理
を
説
く

書
を
著
し
「
無
蓋
報
徳
現
量
鏡
」
と
名
付
け
た
と
述
べ
る
。
全
集
第
十
二
巻
櫻
町
領
三
に
は
、
天
保
三
年
の
「
報
徳
権
量
鏡
」
一
冊
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。
金
壱
両
の
資
金
の
三
割
利
倍
積
み
立
て
が
複
利
計
算
の
結
果
、
数
年
後
、
あ
る
い
は
数
十
年
後
に
ど
れ
だ
け
増
殖

す
る
か
を
積
算
し
た
帳
簿
で
あ
り
、
こ
れ
も
和
算
家
大
島
勇
輔
の
援
助
で
制
作
さ
れ
、
求
め
に
応
じ
て
人
々
に
示
し
貸
し
出
さ
れ
た
も

（
４
）

の
で
あ
る
。
不
退
堂
は
こ
れ
ら
の
仕
法
書
の
実
物
を
見
て
趣
旨
説
明
を
受
け
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
の
浄
書
や
推
奨
文
の
作
成
を
依
頼
さ

れ
た
。
「
再
三
辞
レ
レ
ト
モ
之
ヲ
、
不
二
敢
テ
肯
一
ヵ
而
」
と
幾
度
も
辞
退
し
た
が
、
強
く
要
請
さ
れ
拒
め
な
か
っ
た
と
い
う
。
以
上
が
翻
刻
文

か
ら
読
み
取
れ
る
、
不
退
堂
が
「
墾
田
報
徳
序
」
の
執
筆
に
至
る
経
緯
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
段
落
②
に
は
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
箇
所
が
あ
る
。
右
の
「
無
蓋
報
徳
現
量
鏡
」
に
続
い
て
「
傍
ラ
論
ニ
ス
三
才
・
変

化
・
四
序
・
生
殺
之
道
一
ヲ
。
其
ノ
論
明
確
二
・
ン
テ
幽
ナ
ル
コ
ト
若
二
ク
深
淵
一
ノ
、
煥
タ
ル
コ
ト
若
二
シ
臘
日
一
ノ
。
益
厚
キ
コ
ト
不
し
恥
ニ
チ
古
人
一
二
・
」
と
述

べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
無
蓋
開
倉
積
」
や
「
無
蓋
報
徳
現
量
鏡
」
を
作
成
す
る
一
方
で
、
尊
徳
が
論
じ
著
作
し
た
も
の
と
し
て

「
三
才
・
変
化
・
四
序
・
生
殺
之
道
」
を
採
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
「
其
ノ
論
明
確
ニ
シ
テ
幽
ナ
ル
コ
ト
若
二
ク
深
淵
一
ノ
、
煥
タ
ル
コ
ト

若
二
・
ン
職
日
｜
ノ
と
激
賞
し
て
い
る
。
書
名
こ
そ
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
書
は
内
容
か
ら
推
し
て
個
々
の
仕
法
の
具
体
策
を
述

べ
た
も
の
で
は
な
く
、
仕
法
の
基
準
と
な
る
根
本
哲
学
や
理
念
を
論
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
時
期
に
浄
書
を
依
頼
さ

れ
て
い
た
「
三
才
報
徳
金
毛
録
」
を
指
し
て
い
る
と
推
定
す
る
。
前
掲
翻
刻
文
と
補
註
か
ら
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
「
墾
田
報
徳
序
」

の
各
所
に
「
金
毛
録
」
か
ら
と
推
定
さ
れ
る
引
用
が
多
数
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
、
不
退
堂
が
「
金
毛
録
」
を
精
読
し
つ
つ
「
墾
田

報
徳
序
」
を
執
筆
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
以
上
、
ま
え
が
き
か
ら
読
み
取
れ
る
事
柄
に
つ
い
て
述
べ
た
。
次
に
本
論
で
あ
る
「
治
民
ノ

（
３
）

坐
《
》
ワ
（
》
◎
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解
」
か
ら
、
仕
法
と
理
念
に
関
わ
る
不
退
堂
の
理
解
の
し
か
た
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

３
．
基
礎
と
成
る
悟
道
哲
学
と
現
状
認
識

本
論
「
治
民
ノ
解
」
の
冒
頭
、
段
落
④
に
あ
る
「
陰
陽
異
レ
ニ
シ
位
ヲ
、
動
静
異
レ
ー
ス
時
ヲ
而
、
皆
ナ
不
し
能
レ
ハ
離
二
ル
、
コ
ト
乎
大
極
｝
ヲ
」

は
、
す
で
に
尊
徳
が
天
保
五
年
夏
頃
ま
で
に
執
筆
し
て
い
た
「
金
毛
録
」
を
は
じ
め
と
す
る
悟
道
（
哲
学
）
関
係
の
草
稿
か
ら
、
不
退

堂
が
短
期
間
に
学
ん
だ
と
こ
ろ
を
略
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
極
に
始
ま
り
天
地
開
關
・
万
物
造
化
の
輪
廻
の
う
ち
に
人
間
生
活
を

も
位
置
づ
け
包
摂
し
よ
う
と
す
る
自
然
観
・
宇
宙
観
は
、
「
近
思
録
」
や
「
周
易
」
な
ど
を
通
じ
、
近
世
後
期
に
庶
民
社
会
に
ま
で
浸

透
し
て
い
た
太
極
思
想
に
も
と
づ
く
天
人
合
一
の
世
界
観
で
あ
り
、
そ
の
う
え
に
天
保
二
、
三
年
頃
か
ら
同
四
、
五
年
に
か
け
て
、
不
二

孝
仲
間
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
不
二
孝
教
義
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
急
速
に
尊
徳
の
な
か
で
形
成
、
確
立
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
。
こ

（
１
）

れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
加
藤
仁
平
・
内
山
稔
・
岡
田
博
氏
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
不
退
堂
は
「
金
毛
録
」
に
触
れ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
「
金
毛
録
」
の
天
道
人
道
思
想
の
奥
義
に
踏
み
込
む
議
論

を
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
当
面
、
そ
れ
に
向
か
う
必
要
は
考
え
な
か
っ
た
よ
う
で
、
も
っ
ぱ
ら
「
治
民
」
論
に
向
か
う
こ
と
を
急

註（
１
）
「
全
集
第
一
巻
原
理
」
に
収
載
さ
れ
た
尊
徳
の
思
想
形
成
過
程
を
示
す
草
稿
の
多
く
が
、
天
保
二
、
三
年
か
ら
五
年
頃
に
か
け
て
集
中
し
て
い
る
こ
と

（
２
）
前
掲
翻
刻
文
、
段
落
①
の
註
６
参
照
。

（
３
）
「
天
保
三
壬
辰
日
記
」
（
全
集
第
十
二
巻
、
四
四
六
頁
以
降
）
に
記
録
あ
り
。

（
４
）
前
掲
翻
刻
文
、
段
落
②
の
註
４
参
照
。

に
注
意
し
た
い
。
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段
落
④
の
二
行
目
以
降
に
は
、
当
代
の
社
会
に
対
す
る
不
退
堂
の
現
状
認
識
の
あ
り
方
が
、
「
治
民
」
（
統
治
）
を
論
ず
る
前
提
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
。
底
本
の
こ
の
部
分
に
は
書
式
上
の
擾
頭
が
「
帝
降
之
衷
一
二
」
と
「
大
樹
・
聖
君
累
世
」
の
二
か
所
に
用
い
ら
れ

て
い
る
（
い
ず
れ
も
翻
刻
す
る
際
は
一
字
分
の
閾
字
と
し
た
）
。
こ
れ
は
「
治
民
ノ
解
」
冒
頭
の
「
恭
ン
ク
惟
ミ
ル
ニ
」
の
文
言
と
と
も
に
、

こ
の
書
を
領
主
層
に
も
読
ま
せ
る
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
予
定
し
た
表
現
上
の
配
慮
と
云
え
る
。
同
時
期
に
報
徳
仕
法
を
紹
介
す
る
目
的

で
著
さ
れ
た
「
若
林
自
脩
作
文
集
」
も
読
者
と
し
て
領
主
層
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、
こ
れ
に
は
依
頼
者
尊
徳
と
両
著
者
の
間
に
共
通

（
２
）

す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

つ
ぎ
に
「
雛
し
有
二
リ
ト
人
民
貴
賎
一
」
に
は
じ
ま
り
「
不
ニ
ン
ャ
執
レ
ヵ
楡
快
一
乎
」
に
終
わ
る
文
章
は
、
当
代
日
本
の
「
治
民
」
の
現
状

に
つ
い
て
の
認
識
を
物
語
る
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
「
帝
降
之
衷
」
の
語
は
、
は
な
は
だ
難
解
で
は
あ
る
が
、
「
帝
降
」
を
「
帝
綱
」

と
解
す
れ
ば
、
天
子
や
将
軍
が
敷
い
た
国
制
の
お
か
げ
で
、
我
が
国
で
は
人
倫
に
貴
賎
の
差
は
あ
れ
、
節
度
が
備
わ
り
平
和
で
も
あ
る

こ
と
か
ら
、
常
道
か
ら
外
れ
る
こ
と
の
な
い
状
況
を
指
し
、
そ
れ
を
「
大
イ
ナ
ル
哉
、
吾
邦
濁
り
冠
二
絶
ス
ル
五
大
洲
一
二
」
と
持
ち
上
げ
、

周
辺
諸
国
こ
れ
に
感
化
さ
れ
ぬ
も
の
な
し
、
と
ま
で
称
讃
し
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
づ
き
、
当
世
か
く
の
ご
と
く
ま
こ
と
に
結
構
な
ご
時
世
だ
が
、
こ
れ
は
「
大
樹
・
聖
君
累
世
倍
々
布
二
シ
武
威
一
ヲ
、
其
ノ
徳

巍
々
タ
リ
乎
」
、
つ
ま
り
将
軍
や
大
名
諸
侯
の
「
武
威
」
が
ま
す
ま
す
力
を
発
揮
し
、
政
事
の
徳
が
大
き
く
広
め
る
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
は
大
名
は
じ
め
諸
家
が
皆
儒
学
を
よ
く
学
び
旧
弊
を
改
め
、
世
の
秩
序
を
正
し
て
い
る
か
ら
で
、
お
か
げ
で
国
は
お
だ
や

か
で
、
も
は
や
戦
の
苦
し
み
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
不
ニ
ン
ャ
執
レ
ヵ
楡
快
一
乎
」
、
す
な
わ
ち
、
こ
ん
な
有
難
い
時
代
に
誰
が
怠
慢
を

貧
ろ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
の
現
状
認
識
を
語
っ
て
い
る
。

当
代
の
政
事
を
絶
賛
す
る
文
言
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
治
民
」
を
論
じ
政
道
批
判
の
誹
り
を
う
け
る
こ
と
を
警
戒
す
る
当
時

い
で
い
る
。
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の
常
套
手
段
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
れ
は
ひ
と
り
不
退
堂
だ
け
に
特
筆
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
尊
徳
は
も
と
よ
り
不
二
孝
の
教
義

に
も
み
ら
れ
た
も
の
で
、
当
代
人
が
共
通
に
有
す
る
基
本
ス
タ
ン
ス
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。
不
二
孝
の
教
義
で
は
、
地
上
に
生
を

受
け
る
も
の
す
べ
て
は
、
「
天
の
三
光
」
す
な
わ
ち
太
陽
・
月
・
星
の
恵
み
を
受
け
て
お
り
、
世
の
平
穏
も
三
光
の
意
志
を
正
し
く
継

承
す
る
天
子
将
軍
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
護
ら
れ
る
と
説
い
た
。
「
地
に
帝
王
将
軍
ま
し
ま
さ
ず
ぱ
、
何
を
以
て
天
下
泰
平
、
国
土
安
穏
、

五
穀
成
就
を
い
の
ら
せ
給
ふ
方
も
な
く
（
中
略
）
、
其
主
親
の
め
ぐ
み
の
も
と
は
畢
寛
天
子
天
日
の
御
仁
徳
御
武
徳
を
以
、
世
を
治
め

給
ふ
故
に
、
当
時
の
如
く
世
の
中
静
識
に
し
て
、
（
中
略
）
み
な
天
子
天
日
の
御
恩
な
り
」
と
、
天
皇
将
軍
の
統
治
に
よ
る
御
仁
徳
の

（
３
）

尊
崇
を
説
く
の
が
基
本
で
あ
っ
た
。

４
．
荒
蕪
地
開
発
の
思
想

ウ

そ
の
う
え
で
段
落
⑤
の
冒
頭
か
ら
は
、
「
髪
二
有
二
リ
白
烏
公
一
、
語
ニ
テ
兎
角
翁
一
二
曰
ク
」
と
、
「
白
烏
公
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
の
問
い

に
対
し
、
「
翁
」
が
応
答
す
る
或
問
形
式
で
本
論
が
展
開
さ
れ
る
。
「
白
烏
公
」
の
言
う
に
は
、
我
が
邦
の
現
状
は
廃
田
（
荒
蕪
地
）
が

多
く
、
そ
の
た
め
身
分
の
上
下
に
か
か
わ
ら
ず
貧
し
く
老
人
ば
か
り
が
遮
り
、
す
ぐ
れ
た
人
材
が
失
わ
れ
、
邦
の
荒
廃
は
止
ま
る
と
こ

ろ
を
知
ら
ぬ
と
い
う
。

註（
１
）

（
２
）

（
３
）

加
藤
仁
平
「
二
宮
尊
徳
全
集
補
遺
」
、
内
山
稔
「
尊
徳
の
実
践
経
済
倫
理
」
、
岡
田
博
前
掲
書
。

拙
稿
弓
報
徳
思
想
」
の
成
立
と
「
若
林
自
脩
作
文
集
」
に
つ
い
て
」
「
国
士
舘
史
学
」
第
一
六
号
（
平
成
二
十
四
年
三
月
）
。

小
谷
三
志
「
抑
々
御
法
家
の
は
じ
め
は
」
「
鳩
ヶ
谷
市
の
古
文
番
第
十
三
集
小
谷
三
志
著
作
集
Ｉ
」
二
－
一
三
頁
。
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こ
れ
に
対
す
る
「
翁
」
の
返
答
は
、
Ｉ
、
耕
地
の
開
発
が
行
わ
れ
ず
、
財
が
不
足
す
る
こ
と
自
体
は
け
し
て
国
の
害
で
は
な
い
。

Ⅱ
、
執
政
者
に
礼
が
な
く
、
庶
民
に
人
の
道
を
学
ば
せ
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
国
を
滅
ぼ
す
。
Ⅲ
、
現
今
は
「
不
レ
ル
ノ
見
二
泰
山
ハ
河

海
一
ヲ
之
弊
」
、
す
な
わ
ち
為
政
者
に
社
会
の
実
情
を
知
ら
ぬ
弊
が
あ
る
。
Ⅳ
、
多
く
の
古
典
が
教
え
る
道
は
唯
一
つ
、
世
の
中
で
最
も

緊
要
な
こ
と
は
生
死
の
問
題
で
あ
る
。
Ｖ
、
人
が
命
を
維
持
す
る
の
に
米
麦
以
上
大
切
な
も
の
は
な
い
。
以
上
で
あ
る
。

「
白
烏
公
」
の
問
い
が
、
当
時
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
荒
蕪
地
の
増
大
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
突
い
て
い
た
の
に
比
べ
、
「
翁
」
の
応
え
は

と
か
く
回
り
く
ど
く
、
政
事
に
お
い
て
は
物
産
・
資
財
の
豊
か
さ
だ
け
が
問
題
で
は
な
く
、
礼
と
学
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
儒

学
の
原
則
論
を
述
べ
た
後
で
、
結
局
は
米
麦
こ
そ
が
重
要
と
い
う
よ
う
に
、
も
っ
て
回
っ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
前
掲
の
Ⅲ
～
Ｖ

は
椀
曲
な
が
ら
も
当
代
諸
侯
の
現
実
政
治
へ
の
批
判
と
も
な
っ
て
い
る
。

次
の
段
落
⑥
に
な
り
、
「
所
レ
ハ
本
ト
ス
ル
者
、
田
圃
也
」
と
、
よ
う
や
く
「
白
烏
公
」
が
提
起
し
た
本
来
の
問
題
、
「
廃
田
」
再
開
発

（
墾
田
）
に
立
ち
戻
り
論
が
進
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
先
ず
は
、
「
今
ャ
海
内
非
し
不
レ
ル
ニ
充
二
タ
鐵
基
一
・
非
し
不
レ
ル
ニ
時
二
七
耕
稼
一
」
と
、

言
わ
ず
も
が
な
の
現
状
認
識
が
述
べ
ら
れ
た
う
え
で
、
「
錐
し
然
リ
ト
、
細
カ
ニ
推
二
セ
ハ
其
ノ
端
一
ヲ
、
亦
不
レ
無
二
ニ
シ
モ
荒
田
一
乎
・
」
と
椀
曲
的

表
現
で
荒
廃
地
の
存
在
の
確
認
が
行
わ
れ
る
。
じ
っ
は
こ
れ
も
翻
刻
文
の
段
落
⑥
の
補
註
２
に
示
し
た
と
お
り
、
「
金
毛
録
」
の
廃
田

開
発
論
の
文
言
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
尊
徳
の
著
作
に
も
と
も
と
あ
っ
た
表
現
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
だ

け
を
見
て
不
退
堂
に
農
村
荒
廃
、
荒
れ
地
増
加
の
現
実
感
に
乏
し
い
と
す
る
誹
り
は
必
ず
し
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い
。

（
脱
力
）

続
く
文
章
で
は
、
「
凡
ソ
以
二
テ
田
鴫
拾
畝
一
ヲ
、
育
二
ス
ー
人
之
命
一
ヲ
。
故
二
廃
二
ス
レ
ハ
ー
町
一
、
及
二
シ
十
人
之
命
一
二
」
と
、
こ
れ
以
上

荒
蕪
地
の
増
え
る
こ
と
に
強
い
警
戒
感
を
示
し
、
「
長
レ
タ
ル
民
二
之
士
」
す
な
わ
ち
領
主
た
る
者
、
こ
れ
を
捨
て
置
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は

戦
を
し
て
民
を
苦
し
め
る
に
等
し
く
、
一
村
の
禍
い
は
一
国
に
及
び
、
や
が
て
天
下
を
乱
す
こ
と
に
も
な
る
と
し
て
、
小
規
模
な
も
の

で
あ
っ
て
も
荒
廃
を
侮
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
荒
蕪
地
を
放
置
、
あ
る
い
は
注
意
を
怠
る
領
主
の
責
任
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
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「
若
林
自
脩
作
文
集
」
が
、
「
田
畑
次
第
に
荒
野
と
な
り
、
百
姓
分
散
し
て
竃
亡
滅
す
る
は
、
必
其
時
之
役
人
の
政
事
方
の
行
届
か
さ
る

（
１
）

故
な
ら
ん
や
」
と
、
田
畑
の
荒
廃
を
自
然
現
象
や
百
姓
怠
惰
の
所
為
に
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
の
と
軌
を
一
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
れ
は
と
も
に
尊
徳
や
仕
法
関
係
者
の
言
に
よ
く
耳
を
傾
け
た
結
果
で
も
あ
ろ
う
。

段
落
⑦
で
は
「
烏
公
」
か
ら
「
興
廃
ハ
命
ナ
リ
也
。
何
ヲ
以
ヵ
頼
レ
ラ
ン
命
二
」
と
い
う
、
や
や
現
実
味
を
欠
く
問
い
が
発
せ
ら
れ
、
そ
れ

に
応
え
る
か
た
ち
で
論
述
が
進
め
ら
れ
る
。
応
答
す
る
者
が
誰
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
後
の
構
成
か
ら
見
て
「
翁
」
以
外
に

想
定
で
き
る
も
の
は
な
い
。
応
答
の
主
旨
は
、
悪
を
斥
け
徳
を
掲
げ
て
国
政
を
導
け
ば
、
困
難
を
克
服
で
き
な
い
筈
は
な
い
。
諸
侯
が

悪
に
適
切
に
立
ち
向
か
い
、
た
と
え
庶
民
に
過
が
あ
っ
て
も
、
諸
侯
が
先
ず
は
我
が
身
を
責
め
民
を
思
い
や
る
気
持
ち
が
あ
れ
ば
、
隣

国
の
民
ま
で
が
自
ず
と
こ
れ
を
慕
い
、
子
を
背
負
い
集
ま
り
来
る
と
述
べ
て
い
る
。
儒
学
に
よ
く
あ
る
一
般
的
な
仁
政
論
で
あ
り
、
と

り
た
て
て
特
色
の
あ
る
「
治
民
」
論
と
は
云
え
な
い
。

こ
こ
で
さ
ら
に
「
烏
公
」
の
「
乏
二
ホ
シ
貨
財
一
二
、
如
之
ヲ
何
ン
」
と
い
う
問
い
か
け
が
行
わ
れ
る
。
現
実
に
目
の
前
に
貧
し
い
と
い

う
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
こ
の
問
い
こ
そ
「
白
烏
公
」
の
問
い
か
け
に
初
め
か
ら
あ
っ
た
問
題
で
あ
り
、

尊
徳
が
仕
法
で
取
り
組
ん
で
き
た
深
刻
な
課
題
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
「
墾
田
報
徳
序
」
が
説
く
べ
き
根
本
問
題
で
あ
る
。
よ
う
や
く

そ
の
問
題
に
た
ど
り
き
た
り
、
以
下
巻
末
ま
で
「
翁
」
の
応
答
が
続
く
が
、
そ
の
冒
頭
、
段
落
⑦
の
後
半
部
分
で
不
退
堂
が
先
ず
強
調

し
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
「
財
」
と
「
徳
」
に
関
わ
る
道
義
上
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
財
」
を
得
る
こ
と
は
易
く
、
「
財
」

を
失
う
こ
と
は
危
う
い
。
こ
れ
は
土
地
・
人
民
そ
し
て
政
事
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
で
、
も
し
私
欲
の
み
で
財
宝
を
求
め
れ
ば
禍
は
た
ち

ま
ち
身
に
及
ぶ
。
た
と
え
諸
侯
が
貧
し
く
（
財
政
が
困
窮
し
）
て
も
義
を
失
わ
ず
、
善
を
顕
彰
し
、
悪
を
戒
め
、
真
心
を
つ
く
し
て

「
徳
」
を
勧
め
れ
ば
、
結
果
と
し
て
「
財
」
を
生
ず
る
こ
と
は
難
く
な
い
。
国
に
遊
民
な
く
農
を
怠
ら
ず
生
業
に
尽
く
す
者
が
多
け
れ

ば
、
し
い
て
資
財
（
富
）
に
頼
る
必
要
も
な
い
。
「
財
」
を
求
め
る
こ
と
自
体
を
優
先
目
標
と
せ
ず
、
「
徳
」
を
勧
め
る
こ
と
を
大
切
に
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５
．
報
徳
仕
法
の
本
領

「
財
」
と
「
徳
」
の
議
論
に
続
い
て
段
落
③
に
入
る
と
、
よ
う
や
く
報
徳
仕
法
の
本
領
が
明
確
に
具
体
化
し
て
現
れ
る
。
仮
に
金
一

両
を
荒
蕪
地
の
再
開
発
事
業
に
六
十
年
間
計
画
的
に
投
ず
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
れ
だ
け
の
開
発
成
果
が
上
が
る
か
。
す
な
わ
ち
前

掲
の
「
無
蓋
開
倉
積
」
や
「
無
蓋
報
徳
権
量
鏡
」
が
仕
法
見
込
み
と
し
て
具
体
的
に
示
そ
う
と
し
た
内
容
の
一
端
が
語
ら
れ
、
「
無
蓋

蔵
之
徳
固
ト
ー
不
レ
ヵ
ラ
疑
う
」
と
そ
の
成
果
は
確
実
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
そ
の
う
え
で
「
恒
産
無
け
れ
ば
恒
心
無
し
」
「
衣
食
足
り
て

（
１
）

後
、
礼
節
興
る
」
の
理
通
り
に
困
窮
者
の
救
済
・
教
化
を
進
め
る
べ
き
だ
と
す
る
。

段
落
⑨
で
は
、
尊
徳
が
櫻
町
で
行
っ
た
施
策
が
仕
法
の
基
本
方
針
と
し
て
具
体
的
に
語
ら
れ
る
。
①
寺
社
祖
廟
を
大
切
に
し
修
補
を

退
け
な
い
が
、
僧
侶
の
破
戒
は
厳
し
く
戒
め
る
。
②
百
姓
の
子
で
農
業
に
励
み
孝
に
勤
め
る
者
に
は
米
と
農
具
を
与
え
こ
れ
を
励
ま

す
。
③
家
屋
が
傷
め
ば
、
大
工
に
命
じ
て
修
復
さ
せ
る
。
④
蓄
え
の
あ
る
者
に
は
「
称
貸
し
」
（
無
利
息
金
）
を
さ
せ
る
。
⑤
村
役
人

や
古
老
を
敬
い
尊
重
し
侮
ら
な
い
。
⑥
諸
侯
は
賊
を
取
り
締
ま
る
が
、
民
が
罪
を
犯
し
て
も
、
民
の
父
母
た
る
我
が
身
を
悔
い
、
民
に

は
道
を
教
え
生
活
資
財
を
施
す
。
⑦
罪
の
軽
重
を
考
え
、
で
き
る
だ
け
罰
を
省
く
。
⑧
百
姓
が
家
を
潰
し
身
を
亡
ぼ
す
の
は
、
財
に
起

す
れ
ば
「
財
」
は
自
ず
か
ら
つ
い
て
く
る
と
し
て
、
「
財
」
を
求
め
る
こ
と
を
自
己
目
的
化
し
な
い
「
治
民
」
の
あ
り
方
を
力
説
す
る
。

こ
れ
も
尊
徳
か
ら
う
け
た
精
神
の
表
明
で
あ
ろ
う
。

註（
１
）
拙
稿
「
「
報
徳
思
想
」
の
成
立
と
「
若
林
自
脩
作
文
集
」
に
つ
い
て
」
「
国
士
舘
史
学
」
第
一
六
号
（
平
成
二
十
四
年
三
月
）
、
同
「
「
若
林
自
脩
作
文

集
」
の
翻
刻
と
補
註
」
同
右
。
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因
す
る
こ
と
に
注
意
す
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
櫻
町
領
の
仕
法
で
、
尊
徳
が
重
視
し
実
践
し
て
い
た
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

段
落
の
後
半
、
金
一
両
を
元
金
、
利
息
一
割
五
分
で
、
一
千
百
八
十
遍
複
利
計
算
し
た
結
果
が
例
示
さ
れ
る
。
こ
れ
も
前
述
の
「
無

蓋
開
倉
積
」
や
「
無
蓋
報
徳
権
量
鏡
」
等
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
積
算
結
果
を
知
る
こ
と
で
、
金
融

の
効
果
を
知
る
と
と
も
に
、
一
方
で
不
用
意
な
金
融
が
貸
借
双
方
の
身
を
亡
ぼ
す
こ
と
を
弁
え
、
こ
れ
を
「
称
貸
し
」
（
無
利
息
金
）

に
す
れ
ば
、
危
険
を
防
止
し
双
方
お
お
い
に
恩
恵
を
受
け
る
と
、
当
時
「
仁
助
金
」
「
元
助
金
」
「
元
恕
金
」
な
ど
の
名
で
実
施
さ
れ
つ

（
少
二

つ
あ
っ
た
報
徳
金
融
の
意
義
を
述
べ
る
。

さ
ら
に
人
民
教
化
に
つ
い
て
も
、
①
民
の
父
母
（
領
主
Ⅱ
為
政
者
）
た
る
者
と
し
て
、
庶
民
の
滅
び
（
生
活
破
綻
し
て
）
行
く
の
を

見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
②
百
姓
の
子
は
幼
稚
か
ら
読
み
書
き
算
用
を
習
わ
せ
、
男
子
は
十
三
才
未
満
か
ら
自
立
し
て
生
活
す
る
術

を
身
に
付
け
さ
せ
、
女
子
は
蚕
を
飼
い
糸
を
と
り
布
を
織
る
仕
事
を
習
わ
せ
、
親
に
孝
養
を
つ
く
さ
せ
る
。
③
日
頃
か
ら
賛
沢
を
禁
じ

博
突
を
取
締
り
、
飲
酒
の
節
制
に
勉
め
さ
せ
る
。
④
媚
び
へ
つ
ら
う
者
は
遠
ざ
け
、
逆
ら
う
者
は
あ
え
て
近
く
に
置
い
て
教
え
導
く
。

⑤
人
の
行
動
は
最
後
ま
で
慎
重
に
見
届
け
用
心
観
察
す
る
。
⑥
富
裕
者
の
み
を
挙
げ
用
い
る
こ
と
を
し
な
い
、
な
ど
尊
徳
が
心
懸
け
て

き
た
「
治
民
」
の
具
体
策
を
紹
介
す
る
。

そ
の
う
え
で
、
「
治
民
」
に
は
緊
要
な
事
柄
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
書
物
に
す
べ
て
を
尽
く
す
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
さ
ま
ざ
ま

な
工
夫
を
し
て
、
な
お
か
つ
そ
れ
で
も
十
分
で
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に
己
を
顧
み
我
が
身
を
正
し
て
、
民
を
慰
め
思
い
や
る
心
が
大
切
で

あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
水
が
低
き
に
流
れ
る
が
ご
と
く
教
え
も
お
の
ず
と
広
が
り
行
き
、
「
徳
」
が
国
の
内
外
に
あ
ふ
れ
出
る
、
と
述

あ
る
。段

落
⑪
で
は
、
身
を
修
め
国
を
治
め
る
に
は
種
々
の
方
法
が
あ
る
が
、
民
か
ら
税
を
取
ろ
う
と
す
る
欲
を
抑
え
、
で
き
る
だ
け
あ
る

も
の
で
足
り
る
よ
う
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
大
切
だ
と
し
て
、
儒
学
の
先
王
の
道
に
立
ち
帰
り
説
明
す
る
。
こ
こ
で
「
治
レ
ル
コ
ト
ハ
地
ヲ
」

く
る
０
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と
い
う
の
は
、
「
治
民
」
と
同
義
で
、
民
を
治
め
る
に
「
助
」
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
な
く
、
「
貢
」
す
な
わ
ち
税
の
負
担
を
民
に
強

い
る
ほ
ど
の
悪
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
施
し
な
く
し
て
獲
る
も
の
な
し
と
戒
め
る
べ
し
、
と
繰
り
返
し
て
い
る
。
為
政
者
が
自
分
の
都

合
を
優
先
し
、
利
を
得
る
こ
と
を
急
げ
ば
、
か
な
ら
ず
後
に
失
う
も
の
が
あ
る
。
極
力
・
利
欲
を
抑
え
、
「
己
ヵ
所
レ
ハ
好
ム
、
與
レ
衆

好
レ
ミ
之
ヲ
、
己
ヵ
所
レ
ハ
悪
ム
、
與
レ
衆
悪
レ
メ
ハ
之
ヲ
」
と
心
懸
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
。

最
後
の
段
落
⑫
で
は
、
君
主
た
る
者
の
心
櫛
え
を
総
括
し
て
ま
と
め
と
す
る
。
君
主
は
家
臣
の
使
い
方
一
つ
も
、
ゆ
る
が
せ
に
で
き

な
い
。
臣
を
「
犬
馬
」
「
土
芥
」
の
ご
と
く
扱
え
ば
、
臣
も
ま
た
君
主
を
「
国
人
」
や
「
冠
讐
」
の
よ
う
に
見
な
す
。
君
主
が
日
頃
か

ら
臣
を
軽
ん
ず
る
こ
と
な
く
、
俵
人
を
斥
け
忠
臣
を
重
ん
ず
る
よ
う
努
め
る
大
切
さ
を
述
べ
る
。
本
来
、
家
来
が
君
主
に
従
わ
な
い
筈

は
な
い
が
、
主
君
が
義
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
私
利
を
優
先
さ
せ
れ
ば
、
他
人
の
物
を
む
さ
ぼ
り
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
混
乱
に
陥

る
。
君
臣
み
な
心
を
一
つ
に
し
、
怒
り
や
恨
み
を
な
く
す
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
万
世
栄
え
る
政
治
の
成
果
で
あ
り
、
「
徳
」
が
「
天
」

を
も
動
か
し
た
結
果
だ
と
云
え
る
。
君
臣
の
関
係
が
疎
遠
で
さ
え
な
く
ぱ
、
民
を
治
め
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
諸
侯
は
謹

ん
で
こ
れ
を
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

註（
１
）
不
二
孝
の
教
義
書
「
人
間
一
生
を
六
十
年
と
立
て
」
（
「
鳩
ヶ
谷
市
の
古
文
書
第
十
三
集
・
小
谷
三
志
著
作
集
」
九
頁
）
で
は
、
「
人
間
一
生
を
六
十
年

と
立
て
、
過
去
六
十
年
、
現
世
六
十
年
、
未
来
六
十
年
」
と
し
、
過
去
・
現
在
・
未
来
を
つ
な
ぎ
、
「
三
世
通
達
」
の
心
願
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
の

大
切
さ
を
教
え
て
い
る
．
こ
れ
は
尊
徳
の
「
三
才
報
徳
金
毛
録
」
の
基
礎
を
成
す
、
悟
道
哲
学
の
「
三
世
観
通
」
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
復

興
仕
法
轡
の
中
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
。

（
２
）
天
保
三
年
十
二
月
か
ら
展
開
す
る
新
た
な
金
融
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
「
天
保
三
年
当
座
金
銭
米
出
入
帳
」
全
集
三
十
五
巻
、
五
三
六
頁
。
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「
三
才
報
徳
金
毛
録
」
と
同
時
期
に
成
立
し
た
不
退
堂
聖
純
著
「
墾
田
報
徳
序
」
を
紹
介
し
つ
つ
、
著
者
不
退
堂
聖
純
の
理
解
を
通

し
て
見
た
、
成
立
間
も
な
い
揺
藍
期
の
報
徳
思
想
の
姿
を
あ
き
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
こ
で
そ
れ
を
総
括
し
小
考
の
ま
と
め
と
す
る
。

（
１
）
著
者
不
退
堂
が
櫻
町
を
訪
問
し
、
仕
法
の
説
明
を
受
け
て
か
ら
本
書
を
執
筆
す
る
ま
で
の
期
間
は
た
い
へ
ん
短
い
。
こ
の
間
に

自
ら
櫻
町
仕
法
の
実
態
を
調
べ
主
体
的
判
断
を
下
す
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
必
然
的
に
仕
法
に
関
す
る
不
退
堂

の
理
解
は
、
尊
徳
自
身
と
そ
の
著
書
「
三
才
報
徳
金
毛
録
」
そ
の
他
の
仕
法
書
類
か
ら
端
的
に
学
び
取
る
こ
と
が
基
本
と
な
っ

た
。
不
退
堂
に
入
木
道
以
外
ど
ん
な
教
養
が
備
わ
っ
て
い
た
か
不
明
だ
が
、
小
谷
三
志
を
は
じ
め
と
す
る
不
二
孝
仲
間
と
の
交

流
も
あ
り
、
不
二
孝
の
教
義
か
ら
の
影
響
も
受
け
て
い
た
筈
で
あ
る
。

（
２
）
「
墾
田
報
徳
序
」
に
お
い
て
不
退
堂
が
仕
法
理
念
の
一
環
と
し
て
紹
介
し
た
世
界
観
や
当
代
に
関
す
る
現
状
認
識
は
、
尊
徳
じ

し
ん
少
年
期
か
ら
学
ん
で
き
た
儒
仏
神
道
の
教
養
に
不
二
孝
の
教
義
を
折
衷
し
て
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
太
極
に
発
し
天
地

開
關
以
来
、
不
断
に
万
物
造
化
を
続
け
る
輪
廻
転
生
の
な
か
に
人
間
世
界
を
も
包
摂
し
、
将
軍
諸
侯
の
武
威
と
徳
の
広
が
り
に

よ
っ
て
平
穏
な
当
代
社
会
が
築
か
れ
て
い
る
こ
と
に
報
恩
・
崇
敬
の
念
を
表
す
。
こ
れ
は
成
立
間
も
な
い
原
型
た
る
報
徳
思
想

の
基
本
的
フ
ァ
ク
タ
ー
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
見
れ
ば
報
徳
思
想
は
揺
藍
期
か
ら
現
状
変
革
と
い
う
よ
り
、
現

状
の
漸
進
改
良
型
の
指
向
を
強
く
持
っ
た
思
想
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
３
）
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
廃
田
・
荒
蕪
地
が
増
え
続
け
上
下
が
困
窮
す
る
現
状
に
は
強
い
危
機
意
識
を
持
ち
、
こ
れ
を
放
置
し

た
ま
ま
目
先
の
利
を
追
う
為
政
者
に
は
厳
し
い
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
。
そ
の
際
、
私
欲
の
み
で
財
を
増
や
そ
う
と
す
る
こ
と

ま
と
め
に

27



（
４
）
な
お
、
「
墾
田
報
徳
序
」
に
お
い
て
不
退
堂
が
紹
介
す
る
揺
藍
期
の
報
徳
思
想
を
、
同
時
期
に
生
ま
れ
た
若
林
金
悟
著
「
若
林

自
修
作
文
集
」
と
比
較
す
る
と
多
く
の
共
通
点
を
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
嘉
永
三
年
に
成
立
し
た
富
田
高
慶
の
「
報
徳
論
」
と

比
較
す
る
と
、
「
墾
田
報
徳
序
」
の
報
徳
思
想
に
は
、
「
報
徳
論
」
で
明
確
に
さ
れ
た
天
道
自
然
と
人
道
作
為
の
対
立
観
（
人
道

作
為
論
）
、
国
家
社
会
の
安
危
は
譲
奪
に
在
り
と
す
る
考
え
（
推
譲
論
）
、
国
家
と
国
民
の
経
営
再
建
に
は
年
間
経
費
の
上
限
を

設
定
す
る
（
分
度
論
）
な
ど
、
確
立
・
完
成
期
に
入
っ
た
報
徳
思
想
で
整
序
・
体
系
化
さ
れ
明
確
に
な
る
基
本
理
念
が
、
萌
芽

の
兆
し
は
孕
み
つ
つ
も
、
い
ま
だ
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
あ
い
ま
い
な
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
実
態
を
あ
き
ら

＊
「
墾
田
報
徳
序
」
の
閲

謝
意
を
申
し
上
げ
る
。

は
か
え
っ
て
身
を
亡
ぼ
す
結
果
と
な
る
が
、
「
衣
食
足
り
て
礼
節
を
知
る
」
の
理
に
則
り
、
民
の
生
活
を
助
成
す
る
こ
と
こ
そ

肝
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
「
無
蓋
開
倉
積
」
や
「
無
蓋
報
徳
権
量
鏡
」
な
ど
に
示
す
再
建
計
画
に
し
た
が
い
、
「
徳
を
以

て
徳
に
報
い
る
」
理
念
に
も
と
づ
い
て
「
称
貸
し
」
（
無
利
息
金
）
を
活
用
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
す
る
。
不
退
堂
は
最
後
に
、

「
治
民
」
の
責
任
を
担
う
君
主
た
る
も
の
が
、
義
を
な
い
が
し
ろ
に
し
私
利
を
貧
る
こ
と
か
ら
社
会
が
乱
れ
る
の
だ
と
し
て
、

君
臣
こ
こ
ろ
を
一
つ
に
し
て
政
事
に
取
り
組
む
必
要
性
を
強
調
し
、
報
徳
仕
法
と
そ
の
理
念
を
紹
介
す
る
本
書
を
終
結
さ
せ
て

か
に
で
き
た
。

い
る
。

（
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
六
日
了
）

の
閲
覧
、
翻
刻
に
あ
た
り
報
徳
博
物
館
の
飯
森
富
夫
先
生
に
多
大
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
記
し
て
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